
令和７年度大津市防災会議 

次    第 
 

日時：令和８年３月１７日（火）１０時００分 

場所：大津市役所新館２階 

災害対策本部室及びＷＥＢ会議室 

 

 

１  開 会 

 

 

 

２  議 題 

・ 議案第１号 大津市地域防災計画等の修正について（案） 

 

３  そ の 他 

・ 大津市が実施する防災関連事業について 

 

４  閉 会 
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近畿財務局大津財務事務所 所長 日野　幸男 会場

近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 署長 川﨑　秀親 会場

近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 事務所長 柴山　慶行 会場

近畿地方整備局滋賀国道事務所 事務所長 田﨑 祥二 欠席

近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官 漆畑　貴俊 会場

陸上自衛隊第３偵察戦闘大隊 偵察中隊長 荒牧　永吉 欠席

滋賀県防災危機管理局 防災対策室長 中村　淳子 web

滋賀県大津土木事務所 所長 竹下　滋明 会場

大津警察署 署長 四谷　尚佳 web

大津北警察署 署長 安田　恵介 web

大津市 副市長 國松　睦生 会場

大津市 副市長 北澗　弘康 会場

大津市企業局 公営企業管理者 南堀　弘 会場

第５号 教　育　長 大津市教育委員会 教育長 島崎　輝久 会場

消 防 局 長 大津市消防局 局長 弓坂　則行 会場

消 防 団 長 大津市消防団 団長 金井　長光 会場

西日本旅客鉄道株式会社　大津統括駅 駅長 堀川　毅 会場

NTT西日本株式会社　滋賀支店 設備部長 内藤 徳人 欠席

日本赤十字社　滋賀県支部 事務局長 西出　佳弘 欠席

日本通運株式会社　滋賀支店 支店長 清水 秀樹 会場

関西電力送配電株式会社　滋賀本部 滋賀配電営業所長 浦島 佳弘 会場

京阪電気鉄道株式会社　大津営業部 部長 北　浩二 web

西日本高速道路株式会社　関西支社
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所長 勢渡　智和 会場

琵琶湖汽船株式会社 船舶運航部長 橋元　健一郎 web

滋賀県トラック協会　大津支部 支部長 北川　光男 欠席

日本郵便株式会社大津中央郵便局 局長 江藤　淳 欠席

日本赤十字社大津赤十字病院 院長 小川　修 web

日本放送協会大津放送局 副部長 河内 博之 会場

第８号 学識経験者 立命館大学防災フロンティア研究センター センター長 小川　圭一 会場

大津市自治連合会 理事 林　勉 会場

公益社団法人大津市医師会 会長 大森　聖一 欠席
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大津市赤十字奉仕団 委員長 八軒　艶子 会場

大津市人権擁護委員協議会 人権擁護委員 西村　貞浩 欠席

社会福祉法人大津市社会福祉協議会 会長 田中　勉 会場

大津市民生委員児童委員協議会連合会 会長 山川　すゑ子 欠席
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令和７年度大津市地域防災計画等修正案（概要版） 

１ 大津市地域防災計画とは 

災害対策基本法第42条の規定に基づき、大津市の地域に係る災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興等に関する事項を｢大津市地域防災計画｣として策定したもの。 

 

２ 計画修正の趣旨 

令和７年度においては、関連法令の修正等を受けた国の防災基本計画の修正や本市の取組等を「大津市地域防災

計画」へ反映し、修正案を取りまとめた。 

また、水防法第33条の規定に基づき策定された「大津市水防計画」についても修正案をとりまとめた。 
 

３ 大津市地域防災計画および大津市水防計画における今回の修正箇所 

   大津市地域防災計画   大津市水防計画 

   風水害等対策編   震災対策編   大規模事故対策編   原子力災害対策編   資料編 

 

４ 大津市地域防災計画及び大津市水防計画の主な修正内容 

（１）関連法令の改正を受けた修正 

◆ 災害対策基本法、災害救助法、道路法等の修正内容を反映 

 

（２） 近年の施策の進展を踏まえた修正 

◆ 避難所でのこども・若者の居場所の確保を定義 

◆ 岩手県大船渡市林野火災を踏まえた大規模事故編の修正を反映 

 

（３）令和６年能登半島地震を踏まえた修正 

◆ 被災者支援の充実、官民連携や人材育成の推進について追記 

 

（４）南海トラフ地震防災対策に関する修正 

◆ 国及び滋賀県の計画修正に伴い、震災編の「総則」に位置付けていた「南海トラフ地震防災対策推進計

画」を第 5章として再編 

 

（５）本市の取組等による修正 

◆ 新しい地方経済・生活環境創生交付金や緊急防災・減災対策事業債を活用した防災設備の整備 

・可搬式コンテナ型トイレの整備、トイレカー等の導入について追記 

◆ 指定避難所となる公共施設に必要な設備の整備において、事前設置型特設公衆電話を追加 

◆ 新たに指定した指定避難所・指定福祉避難所を追加 

◆ 新たに締結した防災協定を追加 

 

（６）本市の組織改編による修正 

◆ 令和7年度の機構改革による福祉部局の再編を反映 

◆ 令和７年度の機構改革による「多文化共生・国際室」の新設に伴い、外国人対応の担当部局を産業観光

部から政策調整部に変更 

 

全編にわたり一部修正 

資料１ 



Lake Biwa

0

大津市地域防災計画等の
修正について（案）

令和８年３月１７日
大津市防災会議

議案第１号

資料2



Otsu City

Lake Biwa

1

大津市地域防災計画の構成

大津市地域防災計画

風水害等対策編

資料編

震災対策編

大規模事故対策編

原子力災害対策編

計画全編に係る
追加・修正等を実施

予防 応急対策 復旧復興

各編の変更箇所をあわせて表示



Otsu City

Lake Biwa

2

2

水防訓練と水防活動報告

大津市水防計画

着色部分に係る
追加・修正等を実施

水防・資機材と費用負担

住民の水防活動と
関係機関への支援要請

水防協力団体

水防体制

水防活動

危険情報の提供

大津市水防計画の構成

観測、通報等



Otsu City

Lake Biwa

3

主な修正（案）のポイント

⑤ 本市の取組等による修正
・新しい地方経済・生活環境創生交付金や緊急防災・
減災対策事業債を活用した防災設備の整備・可搬式
コンテナ型トイレの整備、トイレカー等の導入について追
記
・指定避難所となる公共施設に必要な設備の整備にお
いて、事前設置型特設公衆電話を追加
・新たに締結した防災協定を追加

⑥ 本市の組織改編による修正
・令和7年度の機構改革による福祉部局の再編を反映
・令和7年度の機構改革による「多文化共生・国際室」
の新設に伴い、外国人対応の担当部局を産業観光部
から政策調整部に変更

①関連法令の改正を受けた修正
・災害対策基本法、災害救助法、道路法等の修正内容
を反映

②近年の施策の進展を踏まえた修正
・避難所でのこども・若者の居場所の確保を定義
・岩手県大船渡市林野火災を踏まえた大規模事故編の
修正を反映

③令和６年能登半島地震を踏まえた修正
・被災者支援の充実、官民連携や人材育成の推進につい
て追記

④南海トラフ地震防災対策に関する修正
・国及び滋賀県の計画修正に伴い、震災編の「総則」に位
置付けていた「南海トラフ地震防災対策推進計画」を第5
章として再編



Otsu City

Lake Biwa

4

国による災害対応の強化
●防災基本計画（国）
「市町村から国に対する応急措置実施の要請」の追加

●大津市地域防災計画
国への応援要請時の対応を具体化
県に対し、国への応急措置の実施要求を行う旨 および
同要求が出来ない場合に直接国へ状況を通知する旨を追記

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第３章災害応急対策計画



Otsu City

Lake Biwa

5

被災者支援の充実
●防災基本計画（国）
広域避難時の避難元・避難先市町村間の情報連携の追記

●大津市地域防災計画
受入れ先市町との間での被災住民の情報共有 および
受け入れた被災住民に対する支援情報の提供について追記

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第３章災害応急対策計画



Otsu City

Lake Biwa

6

被災者支援の充実
●防災基本計画（国）
被災者援護協力団体の登録データベース化、平時からの連携
※自治体との情報共有の円滑化・平時からの関係づくりを図ることを目的
として、国が事前に登録した災害支援を行うNPO、ボランティア団体等

●大津市地域防災計画
ボランティアとの平時からの交流・連携について、被災者援護協力
団体を追記

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

7

被災者支援の充実
●防災基本計画（国）
「地方公共団体による物資の備蓄状況の公表」の追加

●大津市地域防災計画
年１回、備蓄を広く市民に公表する旨を追記

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

8

復旧・復興の迅速化
●防災基本計画（国）
「地方公共団体による事前復興まちづくり計画作成等による
復興事前準備および国によるその促進」の追加

●大津市地域防災計画
災害復興への備えに「事前準備の観点からの検討」を追加

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

9

復旧・復興の迅速化
●防災基本計画（国）
・「国（国土交通省）」⇒「道路管理者」に変更
・「道路啓開等の計画の作成」⇒「道路啓開計画の作成」に変更
・「必要に応じた見直し」⇒「定期的な見直し」に変更

●大津市地域防災計画
・緊急輸送活動への備えに「道路啓開計画の作成」を明記
・「定期的な見直し」を追記

① 関連法令の改正を受けた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

10

避難所でのこども・若者の居場所の確保
●防災基本計画（国）
・指定避難所等の運営への子育て家庭の参画推進を追記
・こども・若者の居場所の確保・ニーズへの配慮について追記

●大津市地域防災計画
・自主防災組織や地区防災計画の策定、復旧・復興のあらゆる場への
子育て家庭の参画を推進

・キッズスペースや学習スペースの設置など、避難所における子育て家庭、
こども・若者のニーズへの配慮について追記

② 近年の施策の進展を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第３章災害応急対策計画

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画、第４章災害復旧復興計画



Otsu City

Lake Biwa

11

岩手県大船渡市林野火災を踏まえた見直し
●防災基本計画（国）
・広報・啓発等を通じた林野火災の予防強化
・地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備

●大津市地域防災計画
・強風下も含め林野火災を想定した要領策定
・山間地での活動体制の整備
・警戒情報等の発表等、出火に関する警戒呼びかけ
・意識啓発の強化（啓発用資機材の整備、SNS等の各種媒体の活用、
山火事防止運動等の時期をとらえた啓発）

・火災防ぎょ活動に関する記載を具体化

② 近年の施策の進展を踏まえた修正

大規模事故対策編 第３章林野火災対策計画 第１節 災害予防対策

大規模事故対策編 第３章林野火災対策計画 第３節 防ぎょ活動



Otsu City

Lake Biwa

12

被災者支援の充実
●防災基本計画（国）
避難生活における生活環境確保に係る取組の充実化

●大津市地域防災計画
・指定避難所の生活環境維持要領に、栄養バランスの取れた
適温の食事の提供、快適なトイレ、医師等による健康管理、
家庭動物の同行について記載
・生活必需品にプライバシー確保のための物品等を追加

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第３章災害応急対策計画



Otsu City

Lake Biwa

13

被災者支援の充実

●防災基本計画（国）
協定・届出避難所にかかる情報の事前把握

●大津市地域防災計画
・協定・届出避難所についても、あらかじめ情報を把握
・在宅避難者等に係る支援拠点の設置、物資・情報の提供等
の支援方策の検討

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

14

官民連携や人材育成の推進
●防災基本計画（国）
・国と全国域の災害中間支援組織である
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）との連携
・避難生活支援リーダー/サポーター等、地域ボランティア人材の育成・確保

●大津市地域防災計画
・ボランティアとの連携について、JVOADとの発災時における連携体制強化を
図ることを記載
・避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の平時から
の育成・確保について記載

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

15

消防防災力の充実強化

●防災基本計画（国）
消防団と多様な主体（自主防災組織・防災士等）の連携

●大津市地域防災計画
市民の防災活動の推進について、
消防団と自主防災組織や防災士等の多様な主体との連携等を
通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図る旨を記載

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

16

インフラ・ライフラインの復旧迅速化
●防災基本計画（国）
・上下水道一体での災害対応の実施
・災害用井戸・湧水、公共井戸等による代替水源の確保

●大津市地域防災計画
・上下水道の防災体制の整備について、相互に連携する旨を追記
・生活用水の確保について、公共井戸の整備を追記

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画



Otsu City

Lake Biwa

17

被災地における学びの確保

●防災基本計画（国）
被災地学び支援派遣等枠組み(D-EST)による教職員等の派遣

●大津市地域防災計画
他市での発災時、必要に応じてD-ESTを活用し、応援教職員等
の派遣を検討するものとする。

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

震災対策編 第３章災害応急対策計画



Otsu City

Lake Biwa

18

防災DXの加速
●防災基本計画（国）
・新総合防災情報システム（SOBO-WEB）や新物資システム（B-PLo）等
の周知および利活用促進
・避難所開設時における全国共通避難所・避難場所IDの報告

●大津市地域防災計画
・情報伝達手段同士の必要に応じた連携について追記
（SOBO-WEBとの連携を念頭に置いたもの）
・備蓄状況公表前の確認に、新物資システム（B-PLo）を用いることとする。

・避難所開設時、当該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所IDを
都道府県に報告することとする。

③ 令和６年能登半島地震を踏まえた修正

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画

風水害対策編、震災対策編 第３章災害応急対策計画



Otsu City

Lake Biwa
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④ 南海トラフ地震防災対策に関する修正

●南海トラフ地震防災対策推進基本計画（国）
・被害想定の更新
・近年の情勢の変化を踏まえた基本的方針の変更

●大津市地域防災計画
・南海トラフ地震に関する記載を大幅に加筆し、
震災対策編「第１章 総則」から新たな章として独立・再編
・「第２章 災害予防計画」「第３章 災害応急対策計画」と
対応させながら、臨時情報の種類ごとに記載

震災対策編 第５章南海トラフ地震防災対策推進計画



Otsu City

Lake Biwa

20

⑤ 本市の取組等による修正

可搬式コンテナトイレ交付金・地方債を活用
した防災設備の整備 トイレカー(令和８年度導入予定）

生活用水確保のためのろ過装置の購入避難所設備の充実
事前設置型特設公衆電話の設置
○ 指定緊急避難場所
・滋賀大学教育学部附属特別支援学校
グラウンド

○ 指定避難所
・近江勧学館
・滋賀大学教育学部附属特別支援学校
体育館および日常生活訓練施設

○ 指定福祉避難所
・伊香立保育園

指定緊急避難場所・
指定避難所・
指定福祉避難所の追加

風水害対策編、震災対策編 第２章災害予防計画、第3章災害応急対策計画
資料編 ８ 避難と市民防災、19 その他（2）協定書等［大津市］



Otsu City

Lake Biwa
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⑤ 本市の取組等による修正

• 災害時におけるレンタル機械の提供に関する協定
（株式会社アクティオ西日本支社京滋支店）

防災協定の新規締結

• 災害時における生活物資の供給協力に関す
る協定（株式会社カインズ）

• 災害時における物資の供給に関する協定
（コーナン商事株式会社）

• 災害時等における次世代自動車からの電力
供給に関する協定（滋賀エムケイ株式会社及び
Hyundai Mobility Japan株式会社）

• 災害時における相互連携に関する協定
（ＮＴＴ西日本株式会社）

資料編 19 その他（2）協定書等［大津市］



Otsu City

Lake Biwa

22

・外国人対応担当部局の変更による修正

新部局名旧部局名
健康福祉部

福祉部
健康保険部

こども未来部
健康福祉部・こども未来部
健康福祉部・こども未来部こども総合支援局

●令和７年４月の機構改革を反映

⑥ 本市の組織改編による修正

新担当部局旧担当部局
政策調整部

（多文化共生・国際室）
産業観光部

（MICE推進室）

・福祉部局の再編による修正



令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 風水害等対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

　＜風水害等対策編＞

全編
福祉部
健康保険部

健康福祉部、こども未来部、健康福祉部・こども未来部、健康福祉部・こども未来
部こども総合支援局

機構改革に伴う修正（4区分にて修正）

全編 健康保険部（保健所） 健康福祉部（保健所） 機構改革に伴う修正
全編 西日本電信電話㈱ NTT西日本㈱ 社名変更を反映した修正

全編
便所 トイレ マンホールトイレ、トイレカー等との語句の統一

※「公衆便所」は除く
全編 百貨店 商業施設 該当する施設が市内に存在しないため

9

第１　自然的条件
（２）気象
【気象統計】
過去5ヵ年の降雨量は、2019年1,494mm、2020年1,645mm、2021年1,816㎜、2022年
1,482㎜、2023年1,408㎜と推移している。

第１　自然的条件
（２）気象
【気象統計】
過去5ヵ年の降雨量は、2020年1,645mm、2021年1,816㎜、2022年1,482㎜、2023年
1,408㎜、2024年1,670㎜と推移している。

最新情報への更新（気象庁HPより）

表3-1-1　アメダス大津の雨量，風向･風速の極値 表3-1-1　アメダス大津の雨量，風向･風速の極値

表3-1-2　アメダス南小松の雨量，風向･風速の極値 表3-1-2　アメダス南小松の雨量，風向･風速の極値

11

第２　社会的条件
(1)人口
平成18年3月20日に旧志賀町と旧大津市とが合併し新しい大津市が発足した。令和6
年4月現在の大津市の人口は343,371人、世帯数157,531世帯となっている。
表3-2-1によれば、令和5年資料による65歳以上の高齢者人口が占める割合は27.4％
である。

第２　社会的条件
(1)人口
　平成18年3月20日に旧志賀町と旧大津市とが合併し新しい大津市が発足した。令
和7年4月現在の大津市の人口は342,941人、世帯数158,955世帯となっている。
表3-2-1によれば、令和7年資料による65歳以上の高齢者人口が占める割合は28.1％
である。

最新情報への更新（大津市HPより）
※数値は大津市HP「年齢別・学区別人口統計表（令和7年
度）」＞「令和7年4月」より

11

表3-2-1　大津市学区別高齢者人口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月３１日
（略）

表3-2-1　高齢者人口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月３１日
（略）

最新情報への更新（大津市HPより）および記載方法の変更
※数値の統一のため、出典元を大津市統計年鑑から大津市HP
「年齢別・学区別人口統計表（令和7年度）」＞「令和7年4
月」へ変更

12

(2)交通
【鉄道】
　（略）
　運行する列車のほとんどが京都駅まで直通しており、京都・大阪方面への通勤・
通学路線となっているほか、大津京駅、堅田駅に停車する北陸線特急もある。

(2)交通
【鉄道】
　（略）
　運行する列車のほとんどが京都駅まで直通しており、京都・大阪方面への通勤・
通学路線となっているほか、堅田駅に停車する北陸方面行きの特急もある。

・現状に合わせて修正
・記載の修正

12

【港湾】
　市内には、県や市のほか、民間が所有している港が官民合わせて10港（近江舞子
港、琵琶湖大橋港、堅田港、雄琴港、柳が崎港、大津港、におの浜観光港、瀬田唐
橋港、石山港、南郷港）と、北小松、和邇、堅田の３漁港が整備されている。特に
大津港は、湖上観光の基地として活用されている。

【港湾】
　市内には、県や市のほか、民間が所有している港が官民合わせて12港（近江舞子
港、琵琶湖大橋港、南小松港、堅田港、雄琴港、膳所港、柳が崎港、大津港、にお
の浜観光港、瀬田唐橋港、石山港、南郷港）と、北小松、和邇、堅田の３漁港が整
備されている。特に大津港は、湖上観光の基地として活用されている。

記載漏れの修正

15

第２　応急対策計画
５　指定緊急避難場所・指定避難所対応
　（中略）
また、要配慮者等のニーズや男女双方のニーズ等に留意した安全・安心な指定避難
所の設置・運営に努める。

第２　応急対策計画
５　指定緊急避難場所・指定避難所対応
　（中略）
また、要配慮者・子育て世帯等のニーズや年齢・性別による被災時のニーズの違い
等に留意した安全・安心な指定避難所の設置・運営に努める。

国の計画修正を反映

22

第６　指定公共機関及び指定地方公共機関
11　（一社）滋賀県LPガス協会
　　（略）

【新設】

第６　指定公共機関及び指定地方公共機関
11　（一社）滋賀県LPガス協会
　　（略）

12　滋賀県道路公社
　ア　琵琶湖大橋有料道路の整備と防災管理
　イ　災害時における琵琶湖大橋有料道路の輸送路の確保
　ウ　被災道路施設の復旧

指定地方公共機関への指定を受けた修正
（県の計画修正を反映）

29

第２　災害に強い基盤整備
(10)宅地災害対策
　
　急傾斜地、大規模盛土造成地等における災害を防止するため、宅地災害のおそれがあ
る箇所を公表し、地域住民への周知に努める。
　また、定期的に防災パトロール等を実施し、現況把握を行うとともに、災害予防上の措置
を講ずる必要があると想定される時は、宅地造成等規制法等に基づく措置を講ずる。
　なお、崖崩れ対策として、丘陵地や傾斜地など宅地が被害を受ける危険性の高い地域に
おいては、県等防災関係機関と連携し、違法宅地造成、無許可工事及び危険箇所等に対
しては、宅地造成等規制法や急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害防
止法等の規定に基づき、適切に対応する。

第２　災害に強い基盤整備
(10)宅地災害対策
　
　急傾斜地、大規模盛土造成地等における災害を防止するため、宅地災害のおそれがあ
る箇所を公表し、地域住民への周知に努める。
　また、定期的に防災パトロール等を実施し、現況把握を行うとともに、災害予防上の措置
を講ずる必要があると想定される時は、宅地造成及び特定盛土等規制法等に基づく措置
を講ずる。
　なお、崖崩れ対策として、丘陵地や傾斜地など宅地が被害を受ける危険性の高い地域に
おいては、県等防災関係機関と連携し、違法宅地造成、無許可工事及び危険箇所等に対
しては、宅地造成及び特定盛土等規制法や急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法
律、土砂災害防止法等の規定に基づき、適切に対応する。

令和４年度の法律名称改正を反映

33

第２　情報の収集・連絡への備え
(1)情報通信手段の多重化・充実
　災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、市町、都道府
県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、消防救急デジ
タル無線、高機能消防指令システム、消防局高所監視カメラシステム、滋賀県防災
行政無線、防災行政無線、ＩＰ無線、衛星携帯電話、災害時優先電話、滋賀県防災
情報システム、大津市総合防災情報システム等を活用する。また、情報伝達手段の
多重化や充実を図っていく。

第２　情報の収集・連絡への備え
(1)情報通信手段の多重化・充実
　災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、市町、都道府
県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、消防救急デジ
タル無線、高機能消防指令システム、消防局高所監視カメラシステム、滋賀県防災
行政無線、防災行政無線、ＩＰ無線、衛星携帯電話、災害時優先電話、滋賀県防災
情報システム、大津市総合防災情報システム等を活用する。また、情報伝達手段の
多重化や充実、必要に応じてシステム同士の連携を図っていく。

滋賀県防災情報システムを通じた総合防災情報システム
（SOBO-WEB)との連携を念頭に置き、記載を修正

35

第３　広域応援協力体制の充実
(1)地方自治体間の相互応援協定の締結
イ　全国の自治体
　全国の自治体を対象とした相互応援協定としては、平成24年３月１日付けで24市
区町の義士親善友好都市間において「災害応急対策活動の相互応援に関する協
定」、平成17年４月１日付けで20市区町間において「東海道五十三次市区町災害時
相互応援に関する協定」、平成21年９月１日付けで「中核市災害相互応援協定」が
締結されており、（略）

第３　広域応援協力体制の充実
(1)地方自治体間の相互応援協定の締結
イ　全国の自治体
　全国の自治体を対象とした相互応援協定としては、平成25年４月１日付けで23市
区町の義士親善友好都市間において「災害応急対策活動の相互応援に関する協
定」、平成28年４月１日付けで21市区町間において「東海道五十三次市区町災害時
相互応援に関する協定」、平成21年９月１日付けで「中核市災害相互応援協定」が
締結されており、（略）

再締結のあった協定について、締結日および協定参加自治体数
を修正

36

［義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援協定］
協定日　　　平成１８年４月１日
効力発生日　平成１８年４月１日

［義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援協定］
協定日　　　平成25年４月１日
効力発生日　平成25年４月１日

再締結のあった協定について、締結日を修正

39

［東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定］
参加自治体　（略）（計20市区町）
協定日　　　平成17年４月１日
効力発生日　平成17年４月１日

［東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定］
参加自治体　（略）東京都大田区（計21市区町）
協定日　　　平成28年４月１日
効力発生日　平成28年４月１日

再締結のあった協定について、締結日および協定参加自治体数
を修正

最新情報への更新（気象庁HPより）

最新情報への更新及び錯誤の修正（気象庁HPより）

資料３

　　　第１章　　総則

　　　第２章　　災害予防計画

9

10

　　　第３節　大津市域の概要

　　　第４節　防災計画の大綱

　　　第６節　主な防災関係機関の業務大綱

　　　第１節　災害に強いまちづくり

　　　第２節 　災害応急対策、災害復旧・復興への備え
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 風水害等対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

55

第７　緊急輸送活動への備え
(2)緊急通行車両等の事前届出
　
　災害時には被災地における緊急通行車両以外の通行は規制されるため、緊急時に
利用が想定される公用車両等については、事前に滋賀県警察本部（交通規制課）又
は県（防災危機管理局）に緊急通行車両としての届出を行い、災害時に備える。ま
た、災害時に応急対策を円滑に実施するため、活用が想定される民間車両への輸送
車両等の事前届出の周知、普及に努める。

第７　緊急輸送活動への備え
(2)緊急通行車両等の事前届出

　災害時には被災地において緊急通行路が指定された場合、「緊急通行車両」及び
緊急通行車両の対象とならない「規制除外車両」以外の通行は規制されるため、緊
急時に利用が想定される公用車両等においては、緊急通行車両の場合、あらかじめ
緊急通行車両確認申出書の提出を行い、規制除外車両のうち事前届出対象車両にお
いては、事前届出を行い、災害時に備える。また、災害時に応急対策を円滑に実施
するため、活用が想定される民間車両への緊急通行車両及び規制除外車両の事前届
出制度の周知、普及に努める。

・現状に即した記載に修正
・規制除外車両について記載

55-56

(3)道路啓開のための準備
　災害時の道路啓開を迅速に行うため、作業の優先順位の決定や割り当て等の計画
を予め立案するよう努める。道路啓開計画は、定期的に見直しを行う。

(3)道路啓開のための準備
　災害時の道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、作業の優先順位の決定
や割り当て等の計画を定めた道路啓開計画を予め作成するとともに、定期的に見直
しを行う。

国・県の計画修正を反映

58

第８ 避難誘導と指定避難所等の確保
(3)避難行動要支援者の避難誘導
＜福祉部、健康保険部、産業観光部、総務部、教育委員会、消防局、社会福祉事業
団＞
　自力で避難することが困難な要配慮者、いわゆる避難行動要支援者を適切に避難
誘導するため、地域住民や自主防災組織等との連携を図りながら、平常時から適切
な避難誘導体制の整備に努める。
　また、日本語の理解が困難な外国人のために指定緊急避難場所標識等の簡明化、
多言語化など災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努
めるとともに市は、（公財）大津市国際親善協会と連携し、啓発資料等を作成す
る。

第８ 避難誘導と指定避難所等の確保
(3)避難行動要支援者の避難誘導
＜政策調整部、総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福
祉事業団＞
　自力で避難することが困難な要配慮者、いわゆる避難行動要支援者を適切に避難
誘導するため、地域住民や自主防災組織等との連携を図りながら、平常時から適切
な避難誘導体制の整備に努める。
　また、日本語の理解が困難な外国人のために指定緊急避難場所標識等の簡明化、
多言語化など災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努
めるとともに市は、（公財）大津市国際親善協会と連携し、啓発資料等を作成す
る。

多文化共生・国際室の新設によるもの

59

ア　在宅の避難行動要支援者の避難支援に関する資料の整備
(ｸ)個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への支援
　市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等
が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必
要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、
必要な配慮をするものとする。

ア　在宅の避難行動要支援者の避難支援に関する資料の整備
(ｸ)個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への支援
　市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等
が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への周
知・啓発や必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制
の整備など、必要な配慮をするものとする。

国の計画修正を反映

60

(5)指定緊急避難場所等・避難路の確保
イ　指定緊急避難
(ｱ) 洪水（水防法に基づく琵琶湖、瀬田川、大戸川、草津川の浸水想定区域外（浸
水深50cm未満除く））

(5)指定緊急避難場所等・避難路の確保
イ　指定緊急避難
(ｱ) 洪水（水防法に基づく河川の浸水想定区域外（浸水深50cm未満除く））

令和３年水防法の改正を反映
洪水浸水想定区域の対象河川に、４河川以外の中小河川が含ま
れるようになったため

61

(6)指定避難所等の確保
　＜総務部、市民部、福祉部、健康保険部、産業観光部、都市計画部、建設部、教
育委員会＞
イ　指定避難所
　（略）
　さらに、指定避難所となる公共施設については、障害者トイレ、スロープ、手摺
り、情報通信機器、字幕放送対応テレビ等の整備を進めるとともに、日本語の理解
が困難な外国人に配慮し、やさしい日本語や多言語による案内表示、情報提供に努
める。

(6)指定避難所等の確保
＜政策調整部、総務部、市民部、健康福祉部、こども未来部、都市計画部、建設
部、教育委員会＞
イ　指定避難所
　（略）
　さらに、指定避難所となる公共施設については、バリアフリートイレ、スロー
プ、手摺り、情報通信機器、字幕放送対応テレビ、事前設置型特設公衆電話等の整
備を進めるとともに、日本語の理解が困難な外国人に配慮し、やさしい日本語や多
言語による案内表示、情報提供に努める。

・多文化共生・国際室の新設による担当部変更
・国土交通省の表記へ修正
・本市の事業推進を反映

62

オ　民間・企業施設等の活用
　避難者が、あらかじめ市で指定している指定避難所又は、地域で任意に活用する
地域避難所において、量的に確保することが困難な場合には、旅館、ホテル、企業
の社屋又は福利厚生施設等を活用できるよう、必要な事項を事前に関係機関と協議
し定めておくこととする。

オ　民間・企業施設等の活用
　避難者が、あらかじめ市で指定している指定避難所又は、地域で任意に活用する
地域避難所において、量的に確保することが困難な場合には、旅館、ホテル、宗教
施設、企業の社屋又は福利厚生施設等を活用できるよう、必要な事項を事前に関係
機関と協議し定めておくこととする。

本市の事業推進を反映

62

【新設】 カ 届出避難所等の把握
　指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた避難所について
も、あらかじめ情報の把握に努めるとともに、在宅避難者等が発生する場合や、避
難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地
域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための
拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとす
る。
　また、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な
物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に
かかる情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。

国・県の計画修正を反映

64

第９　食料・水・生活必需品の調達連携体制
(1)物資の調達に係る連携
ア　備蓄
　災害時の食料、水、寝具、衣服、身の回り品、炊飯用具、日用品、食器、光熱材
料、衛生用品などの生活必需品は市民自らの備蓄と市及び県の備蓄でもって、３日
間を目安に対応できるよう努めていく。市は、学区などを単位とした防災拠点の整
備を促進し、食料や生活必需品等の備蓄を行うとともに、食物アレルギーに配慮し
た食料の確保・配布等に努めるものとする。なお、災害時に孤立が予測されるなど
の地域特性に応じて備蓄を検討する。また、物資を保管しておく備蓄庫等の計画的
整備も合わせて検討する。

【追加】

第９　食料・水・生活必需品の備蓄・調達連携体制
(1)物資の調達に係る連携
ア　備蓄
　災害時の食料、水、寝具、衣服、身の回り品、炊飯用具、日用品、食器、光熱材
料、衛生用品などの生活必需品は市民自らの備蓄と市及び県の備蓄でもって、想定
し得る最大規模の災害における想定避難者数の３日間分を目安に対応できるよう努
めていく。
市は、学区などを単位とした防災拠点の整備を促進し、食料や生活必需品等の備蓄
を行うとともに、食物アレルギーに配慮した食料の確保・配布等に努めるものとす
る。なお、災害時に孤立が予測されるなどの地域特性に応じて備蓄を検討する。ま
た、物資を保管しておく備蓄庫等の計画的整備も合わせて検討する。
　これらの物資については、年１回備蓄状況を住民に広く公表するとともに、新物
資システム（B-PLo）を用いて、備蓄状況の確認を行う。

国・県の計画修正を反映

66
(2)生活用水の確保対策
カ　災害用井戸の登録制度の実施

(2)生活用水の確保対策
カ　地域住民、企業が持つ災害用井戸の登録制度や公共井戸の整備 国・県の計画修正を反映

67

第10　防疫、保健衛生、遺体対応への備え
(2)保健衛生活動
ウ　し尿処理
　下水道機能の低下、指定避難所における大量の避難者収容等により、し尿処理の
機能が大幅に低下することが考えられるため、下水道施設等の機能強化を推進する
とともに、災害時のし尿処理対策として、仮設便所の備蓄及び分散配置を行う。
　なお、仮設便所には、下水道投入型とし尿貯留型の２タイプがあり、下水道投入
型の使用にあたっては、指定避難所等にし尿投入口（マンホールトイレ）の設置を
計画的に実施していく必要がある。
　また、備蓄計画としては、250人あたり１基（合計180基）を目標として備蓄に努
め、各小中学校の防災倉庫等に分散配置を行う。

第10　防疫、保健衛生、遺体対応への備え
(2)保健衛生活動
ウ　し尿処理
　下水道機能の低下、指定避難所における大量の避難者収容等により、し尿処理の
機能が大幅に低下することが考えられるため、下水道施設等の機能強化を推進する
とともに、災害時のし尿処理対策として、仮設トイレの備蓄及び分散配置やトイレ
カー、可搬式コンテナトイレなどの活用により、機動的な運用に努める。
　なお、仮設トイレには、下水道投入型と貯留型の２タイプがあり、下水道投入型
の使用にあたっては、し尿投入口（マンホールトイレ）の設置に必要となる下流下
水道管の耐震化を計画的に実施していく必要がある。
　また、50人あたり１基（合計880基）を目標として仮設トイレ及び簡易トイレの
備蓄に努め、各小中学校の防災倉庫等に分散配置を行う。

・本市の事業推進を反映
・国のガイドラインを反映
・現状のマンホールトイレ計画を反映
・語句の修正

67

エ　相互協力体制
　災害時における廃棄物・し尿処理の円滑な実施のため、県内の自治体又はブロッ
ク協議会など、自治体間での相互協力体制の構築を進める。

エ　相互協力体制
　災害時における廃棄物・し尿処理の円滑な実施のため、災害対応車両検索システ
ム（D-TRACE）の活用も含め、県内の自治体又はブロック協議会など、自治体間で
の相互協力体制の構築を進める。

国・県の計画修正を反映

69

第11　災害廃棄物処理体制
(1)水害廃棄物処理
ウ　災害廃棄物処理計画の運用
　水害発生時は、収集経路の不通等、通常の処理が困難となる一方、短い期間に大
量の廃棄物が発生し、また、腐敗・悪臭の防止・公衆衛生確保の観点から災害廃棄
物の迅速な処理が要求される。
　市は、災害廃棄物の処理に際し迅速な対応を行うため、大津市災害廃棄物処理計
画に基づき、事前に仮置場候補地の選定や処理体制を構築しておくものとする。
【追加】

第11　災害廃棄物処理体制
(1)水害廃棄物処理
ウ　災害廃棄物処理計画の運用
　水害発生時は、収集経路の不通等、通常の処理が困難となる一方、短い期間に大
量の廃棄物が発生し、また、腐敗・悪臭の防止・公衆衛生確保の観点から災害廃棄
物の迅速な処理が要求される。
　市は、災害廃棄物の処理に際し迅速な対応を行うため、大津市災害廃棄物処理計
画に基づき、事前に仮置場候補地の選定や処理体制を構築しておくものとする。
　また、大津市災害廃棄物処理計画に基づき災害対応時に核となる人材の育成を行
い、計画の実行性の向上に努める。

国の計画修正を反映（本市の災害廃棄物処理計画の運用状況を
考慮）

70,71

第12　ライフラインの応急復旧活動への備え
(1)水道に関する災害応急復旧体制の整備
　水道事業者は、災害時における水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のた
め、平常時から防災体制を整備する。
(2)（略）
(3)下水道に関する災害応急復旧体制の整備
　下水道事業者は、災害時における下水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。

第12　ライフラインの応急復旧活動への備え
(1)水道に関する災害応急復旧体制の整備
　水道事業者は、災害時における水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のた
め、下水道事業者との連携の元、平常時から防災体制を整備する。
(2)（略）
(3)下水道に関する災害応急復旧体制の整備
　下水道事業者は、災害時における下水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進
のため、水道事業者との連携の元、平常時から防災体制を整備する。

国・県の計画修正を反映
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資料３
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(5)電気通信に関する災害応急復旧体制の整備
＜西日本電信電話㈱＞
  電気通信事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。
ア　各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備
イ　初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行
動指針等の整備
【新設】

(5)電気通信に関する災害応急復旧体制の整備
＜NTT西日本㈱＞
  電気通信事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。
ア　各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備
イ　初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行
動指針等の整備
ウ　指定避難所となる学校等の公共施設を中心に被災者等の通信を確保するため、
事前設置型特設公衆電話を整備

本市の事業推進を反映
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第13　被災者等への的確な情報伝達活動への備え
(1)広報体制の整備
エ　広報手段については、携帯端末のエリアメール・緊急速報メール機能、ソー
シャルメディアやデジタル放送等を活用し、警報等の伝達手段の多重化・多様化に
努める。また、放送設備を搭載した広報用車両の充実を図る。

第13　被災者等への的確な情報伝達活動への備え
(1)広報体制の整備
エ　広報手段については、携帯端末のエリアメール・緊急速報メール機能、携帯端
末用アプリ、ソーシャルメディアやデジタル放送等を活用し、警報等の伝達手段の
多重化・多様化に努める。また、放送設備を搭載した広報用車両の充実を図る。

本市の事業推進を反映（ポケットおおつ、大津市防災ナビ）
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第14　ボランティアとの連携
(2)ボランティアとの連携強化
　災害時における被災者へのきめ細かいサービスの提供、復旧活動の支援など、ボ
ランティアは災害対策に大きな役割を果たすため、ボランティアとの協力・連携体
制の強化を推進する必要がある。

ア　（略）

イ　学区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、市内のボランティア団
体・グループなどについては、各団体の意向を踏まえつつ、交流・連携に努めると
ともに、県および県社協と連携し、市外のボランティア団体との交流・連携につい
ても検討していく。
【追加】

【新設】

ウ　通訳等の日本語支援を行なうボランティアについては、災害時における外国人
支援に重要な役割を果たすと想定されるため、今後、市内外の国際交流団体等との
連携を図り、支援体制を整えていく。

エ　応急危険度判定士（震災時の被災建築物応急危険度判定）、被災宅地危険度判
定士（風水害時、震災時の被災宅地危険度判定）については、災害時において重要
な役割を　果たすと想定されるため、県と連携し、関係団体との連携に努める。

オ　ボランティアは、活動に際しボランティア活動保険に加入するものとし、その
普及啓発に努める。

第14　ボランティアとの連携
(2)ボランティアとの連携強化
　災害時における被災者へのきめ細かいサービスの提供、復旧活動の支援など、ボ
ランティアは災害対策に大きな役割を果たすため、国の被災者援護協力団体登録制
度の運用も踏まえて、ボランティアとの協力・連携体制の強化を推進する必要があ
る。

ア　（略）

イ　学区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、市内のボランティア団
体・グループ、被災者援護協力団体などについては、各団体の意向を踏まえつつ、
交流・連携に努めるとともに、県および県社協と連携し、市外のボランティア団体
等との交流・連携についても検討していく。
　併せて、全国域の災害中間支援組織である全国災害ボランティア支援団体ネット
ワーク（JVOAD）とも連携し、発災時における連携体制強化を図っていく。

ウ　市町は、あらかじめ避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア
人材の育成・確保に努めるものとする。

エ　通訳等の日本語支援を行なうボランティアについては、災害時における外国人
支援に重要な役割を果たすと想定されるため、今後、市内外の国際交流団体等との
連携を図り、支援体制を整えていく。

オ　応急危険度判定士（震災時の被災建築物応急危険度判定）、被災宅地危険度判
定士（風水害時、震災時の被災宅地危険度判定）については、災害時において重要
な役割を果たすと想定されるため、県と連携し、関係団体との連携に努める。

カ　ボランティアは、活動に際しボランティア活動保険に加入するものとし、その
普及啓発に努める。

国・県の計画修正を反映
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(3)ボランティアへの対応

（略）
　災害時は、庁舎新館１階会議室等の市の指定する場所に「大津市災害ボランティ
アセンター」を開設し、参集する一般ボランティアの受け入れを行うとともに、活
動場所の斡旋、資機材の調達、情報の収集・提供、ボランティア保険の加入手続き
等、ボランティア活動を支援する。

(3)ボランティアへの対応

（略）
　災害時は、庁舎新館の市の指定する場所に「大津市災害ボランティアセンター」
を開設し、参集する一般ボランティアの受け入れを行うとともに、活動場所の斡
旋、資機材の調達、情報の収集・提供、ボランティア保険の加入手続き等、ボラン
ティア活動を支援する。

庁舎新館１階には会議室が存在しないため
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第16　防災訓練の実施
(1)総合防災訓練の実施
ア　総合防災訓練
（略）
　また、訓練には、高齢者、障害者、外国人（多言語対応）等の要配慮者の支援に
必要な内容を取り入れるよう図るとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双
方の視点に配慮するよう努めるものとする。

第16　防災訓練の実施
(1)総合防災訓練の実施
ア　総合防災訓練
（略）
また、訓練には、高齢者、障害者、外国人（多言語対応）等の要配慮者の支援に必
要な内容を取り入れるよう図るとともに、年齢・性別による被災時のニーズの違い
等多様な視点に配慮するよう努めるものとする。

国・県の計画修正を反映
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第17　災害復旧・復興への備え
【基本方針】
　円滑な災害復旧・復興の実施のため、重要構造物・施設・設備等の情報及び図面
等の整備保全ならびに土地情報のデータ化を図る。

(1)行政資料の保存
　災害により市庁舎等が被害を受けた場合、戸籍、住民票、登記、税務資料等の行
政資料が失われ、災害対策や円滑な行政推進に支障をきたすことが考えられるた
め、各種資料の保全に万全を期す。
ア　発災後においても円滑に行政を推進できるよう、個人情報や市民生活に直結し
た行政推進情報をはじめとした重要なデータについてはバックアップデータを作成
し、同時被災・散逸を回避するために地域的に離れた施設で保管するなど、行政資
料の保全対策に努める。

(2)地籍調査の推進

（略）

第17　災害復旧・復興への備え
【基本方針】
　円滑な災害復旧・復興の実施のため、事前準備の観点からの検討、重要構造物・
施設・設備等の情報及び図面等の整備保全ならびに土地情報のデータ化を図る。

(1)行政資料の保存
　災害により市庁舎等が被害を受けた場合、戸籍、住民票、登記、税務資料等の行
政資料が失われ、災害対策や円滑な行政推進に支障をきたすことが考えられるた
め、各種資料の保全に万全を期す。
ア　発災後においても円滑に行政を推進できるよう、個人情報や市民生活に直結し
た行政推進情報をはじめとした重要なデータについては、同時被災・散逸を回避す
るために地域的に離れた施設で運用管理するなど、行政資料の保全対策に努める。

(2)地籍調査の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜建設部＞
（略）

・震災対策編の変更を受けた修正（事前復興まちづくり計画に
ついては、面的な整備を想定しないので記載しないが、事前準
備は風水害編においても必要であるため）
・実態の運用に即した記載に修正
・担当部局の追記

(80-81)

［情報資産（データ及びプログラム等）についての災害予防対策（政策調整部）］
（表）

【削除】

実態に即さない図であるため、削除

80

第１　防災知識の普及
(1)市民への防災知識の普及
（略）以下のような防災知識普及のための各種事業を推進し、市民の防災知識・防
災対応力の向上に努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点
に配慮するよう努めるものとする。
　また、被災後に援助の手をさしのべるボランティアを円滑に受け入れるなどの地
域の受援力を強化する。

 ハザードマップ等各種印刷物の作成
 テレビ、ラジオ等の報道機関を活用した防災知識の普及
 研修ビデオ、疑似体験装置等を活用した防災知識の普及
 防災ホームページを活用した防災知識の普及
 広報誌「広報おおつ」、「パイプライン」を活用した防災知識の普及
 防災イベントの実施
 各種防災講座の実施
 各種防災訓練の実施
 防火訪問等による防火・防災予防知識の普及
 大津市防災士の養成

第１　防災知識の普及
(1)市民への防災知識の普及
（略）以下のような防災知識普及のための各種事業を推進し、市民の防災知識・防
災対応力の向上に努めるとともに、年齢・性別による被災時のニーズの違い等多様
な視点に配慮するよう努めるものとする。
　また、被災後に援助の手をさしのべるボランティアを円滑に受け入れるなどの地
域の受援力を強化する。

 ハザードマップ等各種印刷物の作成
 テレビ、ラジオ等の報道機関を活用した防災知識の普及
 研修ビデオ、疑似体験装置等を活用した防災知識の普及
 防災ホームページ、携帯端末用アプリを活用した防災知識の普及
広報紙「広報おおつ」、「パイプライン」を活用した防災知識の普及
 防災イベントの実施
 各種防災講座の実施
 各種防災訓練の実施
 防火訪問等による防火・防災予防知識の普及
 大津市防災士の養成

・国・県の計画修正を反映
・本市の事業推進を反映
・広報誌ではなく、広報紙の書き方に統一しているため
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(2)要配慮者への防災知識の普及
＜福祉部、健康保険部、社会福祉事業団、産業観光部、消防局＞
　災害時においては、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要
配慮者の対策が求められることから、要配慮者本人やその家族に対して、災害時の
行動に関する基礎知識の普及に努める。

(2)要配慮者への防災知識の普及
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、消防局、社会福祉事業団＞
　災害時においては、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要
配慮者の対策が求められることから、要配慮者本人やその家族に対して、災害時の
行動に関する基礎知識の普及に努める。

多文化共生・国際室の新設によるもの
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第２　市民の防災活動の推進
【基本方針】
　地域防災圏における防災活動を充実させるため、自主防災組織の設立や訓練等の
実施を行うとともに活動支援に努める。また、地域内の一定の市民及び当該地域に
事業所を有する事業者（以下、「地区居住者等」という）の自発的な防災活動に関
する計画である地区防災計画の策定の推進に努めるとともに地域の防災体制の強化
を図る。

第２　市民の防災活動の推進
【基本方針】
　地域防災圏における防災活動を充実させるため、自主防災組織の設立及び育成、
強化を図り、消防団と自主防災組織や防災士等の多様な主体との連携等を通じて地
域コミュニティの防災体制の充実を図る。また、研修の実施等による組織リーダー
の育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等により、これらの組織の日常
化、訓練の実施を促すものとし、住民は、地域の防災訓練など自発的な防災活動に
参加するよう努める。その際、女性の参画の促進に努める。
　また、地域内の一定の市民及び当該地域に事業所を有する事業者（以下、「地区
居住者等」という）の自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画の策定の
推進に努めるとともに地域の防災体制の強化を図る。

国・県の計画修正を反映

　　　第３節　市民の防災活動
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 風水害等対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３
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(1)自主防災組織の整備
イ 組織リーダー
　自主防災組織に、組織の中核となるリーダーとして会長、副会長、会計、監事
等、随時必要な役員を置く。情報、消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の活
動各班については、できるだけ専門知識・専門技術を持つ経験者（消防、警察官、
医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）に班長になってもらうなど、地域内における
リーダーの掘り起こしを行うとともに、防災対応力の向上を目指したリーダー研修
の実施に努める。その際、女性の参画の促進に努める。

(1)自主防災組織の整備
イ 組織リーダー
　自主防災組織に、組織の中核となるリーダーとして会長、副会長、会計、監事
等、随時必要な役員を置く。情報、消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の活
動各班については、できるだけ専門知識・専門技術を持つ経験者（消防、警察官、
医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）に班長になってもらうなど、地域内における
リーダーの掘り起こしを行うとともに、防災対応力の向上を目指したリーダー研修
の実施に努める。その際、女性や子育て家庭の参画の促進に努める。

国・県の計画修正を反映
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(2)地区防災計画策定の推進

　自主防災組織の参加者をはじめとする地区居住者等は、（略）、地域防災計画に
地区防災計画として定めることとする。
なお、策定にあたっては、高齢者や障害者、女性、ボランティア団体等、多様な主
体の参画を推進する。

(2)地区防災計画策定の推進

　自主防災組織の参加者をはじめとする地区居住者等は、（略）、地域防災計画に
地区防災計画として定めることとする。
なお、策定にあたっては、高齢者や障害者、女性、子育て家庭、ボランティア団体
等、多様な主体の参画を推進する。

国・県の計画修正を反映
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[予報・警報の広報]
ア  市民に対する連絡方法
 (ｵ)　特殊な情報、特定地域のみに対する連絡方法
ａ  広報車等の拡声装置の利用
ｂ  水防計画によるサイレン等の使用
ｃ  口頭、電話等による通知
ｄ　防災行政無線同報系（旧志賀町域）
ｅ　防災メール
ｆ　エリアメール・緊急速報メール

[予報・警報の広報]
ア  市民に対する連絡方法
 (ｵ)　特殊な情報、特定地域のみに対する連絡方法
ａ  広報車等の拡声装置の利用
ｂ  水防計画によるサイレン等の使用
ｃ  口頭、電話等による通知
【削除】
d　防災メール
e　エリアメール・緊急速報メール

旧志賀町域のアナログ無線を停波したため
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［【警戒レベル３】高齢者等避難の実施（災害対策基本法第56条）］
ウ　伝達内容　①勧告者　（略）

［【警戒レベル４】避難指示の実施（災害対策基本法第60条）］
 イ　伝達内容　①勧告者　（略）

［【警戒レベル３】高齢者等避難の実施（災害対策基本法第56条）］
ウ　伝達内容　①発令者　（略）

［【警戒レベル４】避難指示の実施（災害対策基本法第60条）］
 イ　伝達内容　①発令者　（略）

避難情報の呼称の変更（「避難勧告」の廃止）を受けた変更

108
水位観測所における基準値
（表）

水位観測所における基準値は、資料編を参照のこと。
[資料編 5 観測施設　ウ 水位観測所] 資料編と内容が重複しているため、表を資料編への誘導へ変更

111

第１　市の活動体制
(3)参集にあたっての留意事項
オ  公共交通機関が寸断され道路事情の悪化が予想される場合は、徒歩・自転車・
バイクのいずれかにより参集するものとする。

第１　市の活動体制
(3)参集にあたっての留意事項
オ  公共交通機関が寸断され道路事情の悪化が予想される場合は、状況にあわせて
自身の安全を確保できる方法により参集するものとする。

実情にあわせた表記に修正

115

【災害警戒本部及び災害対策本部組織図】
本部事務局　事務局員：
　　　　　　　　　　　長寿政策課
　　　　　　　　　　　企業局危機管理室

【災害警戒本部及び災害対策本部組織図】
本部事務局　事務局員：
　　　　　　　　　　　こども・若者政策課
　　　　　　　　　　　企業局企業戦略・危機対策室

機構改革に伴う修正

(11)特別調整
［特別調整の関係部及び業務例］

(11)特別調整
［特別調整の関係部及び業務例］

120

第２　広域的な応援協力体制
［災害救助法の適用］
エ　災害救助法による救助の種類
　（略）
【新設】
  (ｷ) 災害にかかった住宅の応急修理
　(ｸ) 学用品の給与
　(ｹ) 埋葬
　(ｺ) 死体の捜索及び処理
　(ｻ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し
い支障を及ぼしているものの除去

第２　広域的な応援協力体制
［災害救助法の適用］
エ　災害救助法による救助の種類
　（略）
　(ｷ) 福祉サービスの提供
　(ｸ) 災害にかかった住宅の応急修理
　(ｹ) 学用品の給与
　(ｺ) 埋葬
　(ｻ) 死体の捜索及び処理
　(ｼ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し
い支障を及ぼしているものの除去

法改正に伴う追加

121

(2)県への応援の要請
ア　市長は、知事に応援(職員の派遣を含む。以下同じ)又は応援の斡旋を求めるな
どして災害対策の万全を期す。

(2)県への応援の要請
ア　市長は、災害応急対策の実施のために必要があるときは、地方本部リエゾンま
たは県本部リエゾンを通じて、知事に応援(職員の派遣を含む。以下同じ)又は応援
の斡旋を求めるなどして災害対策の万全を期す。 県の計画修正を反映

122

(4)国による応援・代行
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応が出来ない
事態又は、市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場
合も想定されるため、国が応急措置の代行が実施できるよう必要な準備を整えてお
くものとする。

(4)国による応援・代行
　市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認める
ときは、県に対し、国に対する応急措置の実施を求めるものとする。市町はこの要
求ができない場合は、その旨および当該市町の地域における災害の状況を国に通知
するものとする。

・国・県の計画修正を反映
・より実効的な記載へ変更

125

第３　防災関係機関等との連携
(1)防災関係機関との連携

西日本旅客鉄道（株）大津駅

第３　防災関係機関等との連携
(1)防災関係機関との連携

西日本旅客鉄道（株）大津統括駅
JR機構改革に伴う修正

153
避難要領≪勤務時間内≫

（図は別紙１参照）

避難要領≪勤務時間内≫

（図は別紙１参照）
避難勧告、要援護者等の古い呼称を変更

154
避難要領≪勤務時間外≫

（図は別紙２参照）

避難要領≪勤務時間外≫

（図は別紙２参照）
避難勧告、要援護者等の古い呼称を変更

157

第２ 指定避難所
(1)指定避難所の開設
　市は、（略）、指定避難所として開設する。
　指定された指定避難所以外の施設に避難者が集結した場合は、（略）

第２　指定避難所
(1)指定避難所の開設
　市は、（略）、指定避難所として開設する。避難所を開設した場合に関係機関等
による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等とともに、当該避難所に
付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを都道府県に報告する。
　指定された指定避難所以外の施設に避難者が集結した場合は、（略）

国の計画修正を反映

158

(2)指定避難所の運営

（略）
また、プライバシーの確保、要配慮者等のニーズや、性別および性的指向・ジェン
ダーアイデンティティによるニーズの違い等配慮する。

(2)指定避難所の運営

（略）
また、プライバシーの確保、要配慮者等のニーズや、性別および性的指向・ジェン
ダーアイデンティティ、家庭動物の飼育の有無によるニーズの違い等配慮する。

県の計画修正を反映

多文化共生・国際室の新設によるもの

　　　第３章　　災害応急対策計画

118

　　　第１節　災害発生直前の対策

　　　第２節　活動体制の確立

　　　第７節　避難者の受入れ
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 風水害等対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

158-
159

［指定避難所の生活環境維持要領］
エ プライバシー保護
(ｱ) 間仕切りの導入
　避難生活の長期化に対応して、避難者の世帯間を仕切るためのパネル等を導入す
る等、避難者のプライバシー確保に努める。
(ｲ)　（略）
オ　女性や子育て家庭のニーズに対応した避難所運営
　女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、指定緊急避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズ
に配慮した指定緊急避難場所の運営に努める。
カ　（略）

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

［指定避難所の生活環境維持要領］
エ プライバシー保護
  (ｱ) 間仕切り等の導入
　   市は、避難所開設当初からプライバシー確保のためパーティション等の設置
に努める。
　(ｲ)　（略）
オ　女性や子育て家庭のニーズに対応した避難所運営
　女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮
した指定避難所の運営に努める。
カ　（略）

キ  子ども・若者の居場所の確保
     キッズスペースや学習スペースの設置など、子育て家庭、子ども・若者の
ニーズに配慮した避難所の運営に努める。
ク  栄養バランスのとれた適温の食事の提供
     炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料の確保に努め
る。
ケ  トイレ・入浴施設対策
     快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況
等を把握し、必要な対策に努める。
コ  避難者の健康管理
      医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の
必要性、ごみの処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努
め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置に
努める。
サ   家庭動物と同行避難した被災者の受入れ
      各避難所運営管理者は、避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、
適切に受け入れるとともに、家庭動物の受け入れ状況の把握に努める。

・国・県の計画修正を反映
・誤記の訂正

160
第３　応急仮設住宅等
［仮設住宅等入居のフロー］
※大津市住宅課

第３　応急仮設住宅等
［仮設住宅等入居のフロー］
※大津市住宅政策課

課名変更の反映

162

(4)広域一時滞在
　災害発生後、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況か
ら、他の市町村への広域的な避難および応急仮設住宅等への収容が必要であると判
断した場合、県内の他の市町村への受入れについては直接協議し、県外の市町村へ
の受入れについては県へ協力を求める。
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応ができない
事態又は市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場合
も想定されるため、国及び関係機関との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の協
議の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくものとする。
　また、他の市町村からの避難者を受け入れられることができる施設等を予め決定
しておくよう努めることとし、他の市町村や県から避難者の受け入れを打診された
ときは、可能な限り公共施設を提供するものとする。
【追加】

(4)広域一時滞在
　災害発生後、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況か
ら、他の市町村への広域的な避難および応急仮設住宅等への収容が必要であると判
断した場合、県内の他の市町村への受入れについては直接協議し、県外の市町村へ
の受入れについては県へ協力を求める。
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応ができない
事態又は市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場合
も想定されるため、国及び関係機関との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の協
議の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくものとする。
　他の市町村からの避難者を受け入れられることができる施設等を予め決定してお
くよう努めることとし、他の市町村や県から避難者の受け入れを打診されたとき
は、可能な限り公共施設を提供するものとする。
　受入れ先市町との間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。
また、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものとする。

国・県の計画修正を反映

163

第４　要配慮者への配慮
(2)避難行動要支援者の避難対策
［避難行動要支援者の避難要領］
カ　日本語の理解が困難な外国人
　　産業観光部は、様々な媒体により避難指示等を伝達するほか、ボランティア等
の協力により外国語による広報活動を行う。

第４　要配慮者への配慮
(2)避難行動要支援者の避難対策
［避難行動要支援者の避難要領］
カ　日本語の理解が困難な外国人
　　政策調整部は、様々な媒体により避難指示等を伝達するほか、ボランティア等
の協力により外国語による広報活動を行う。

多文化共生・国際室の新設によるもの

166

(9)外国人対策
＜産業観光部＞
　（略）
［外国人への情報提供］
ア　産業観光部は、国際親善協会等の協力を得て、多言語による相談窓口、電話相
談等を行うとともに、外国語による広報紙の配布等を行う。
イ　産業観光部は、外国人支援団体等と連携することにより、日本語の理解が困難
な外国人に確実に情報が伝達されるよう配慮する。

(9)外国人対策
＜政策調整部＞
　（略）
［外国人への情報提供］
ア　政策調整部は、国際親善協会等の協力を得て、多言語による相談窓口、電話相
談等を行うとともに、外国語による広報紙の配布等を行う。
イ　政策調整部は、外国人支援団体等と連携することにより、日本語の理解が困難
な外国人に確実に情報が伝達されるよう配慮する。

多文化共生・国際室の新設によるもの

168

［供給生活必需品一覧］
ケ 衛生用品 紙おむつ、生理用品等

【新設】

［供給生活必需品一覧］
ケ　 衛生用品 マスク、アルコール消毒液、紙おむつ、生理用品、トイレットペー
パー等

コ　プライバシー確保のための物品　　　 パーティション等

・震災対策編と物品の記載を統一
・国・県の計画修正を反映

170

【新設】 (3)生活用水の確保
＜総務部＞
　総務部は、浄水器等の資機材によるプール水等のろ過により、指定避難所等で生
活する避難者の生活用水を確保する。

ろ過装置の購入による追記

173
第２　動物収容保護活動
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第２条

第２　動物収容保護活動
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第３条

令和元年の改正を反映

178

第３　保健衛生
(4)仮設便所、し尿処理対策
（略）
　これらの対策の実施にあたっては、被災者１人あたり１．４リットル／日のし尿
が排泄されることを想定する。

第３　保健衛生
(4)仮設トイレ、し尿処理対策
（略）
　これらの対策の実施にあたっては、被災者１人あたり２．５リットル／日のし尿
が排泄されることを想定する。

発災時のし尿等の収集運搬に係る相互支援に関する手引きを引
用（令和６年３月　県・近畿地方環境事務所）

179

［仮設便所の設置要領］
ウ　仮設便所の設置
(ｲ) 初動対応として、250人あたり１基の割合で、備蓄している仮設便所で対応す
る。最終的には、100人あたり１基の割合で設置するが、備蓄数で不足する場合に
は、業者や近隣自治体から調達した仮設便所を充てる。

［仮設トイレの設置要領］
ウ　仮設トイレの設置
(ｲ) 初動対応として、50人あたり１基の割合で、備蓄している仮設トイレで対応す
る。最終的には、20人あたり１基の割合で設置するが、備蓄数で不足する場合に
は、業者や近隣自治体から調達した仮設トイレや簡易トイレを充てる。

・国のガイドラインを反映
・表現の修正

186 西日本高速道路(株）茨木管理事務所　072-622-4887 西日本高速道路（株）関西支社滋賀高速道路事務所　552-2284 所掌変更のため

198

(3)様々な避難者への広報
＜健康保険部、福祉部、産業観光部、教育委員会＞
　関係部局及び防災関係機関は、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅避難
者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等、生活環境や居住環境が
多様であることを考慮した広報活動に努める。

(3)様々な避難者への広報
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞
　関係部局及び防災関係機関は、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅避難
者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等、生活環境や居住環境が
多様であることを考慮した広報活動に努める。

多文化共生・国際室の新設によるもの

199

第１　ボランティアとの連携
(1)一般ボランティアへの活動支援
ア　大津市災害ボランティアセンターの開設

 ①災害の発生に伴い、多数のボランティア活動の支援が見込まれる場合には、「大
津市災害ボランティアセンターの設置に関する協定」に基づき、大津市社会福祉協
議会の協力を得て、庁舎新館１階会議室に「大津市災害ボランティアセンター」を
開設する。

第１　ボランティアとの連携
(1)一般ボランティアへの活動支援
ア　大津市災害ボランティアセンターの開設

 ①災害の発生に伴い、多数のボランティア活動の支援が見込まれる場合には、「大
津市災害ボランティアセンターの設置に関する協定」に基づき、大津市社会福祉協
議会の協力を得て、庁舎新館に「大津市災害ボランティアセンター」を開設する。

庁舎新館１階には会議室が存在しないため

208

第１　災害復旧・復興の基本方針の決定
(1)復旧・復興の基本方針の決定
　発災後、できる限り早い時期において、災害に強いまちづくりに向けた復旧・復
興の基本方針を定める。その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる
場・組織に女性の参画を促進する。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者の参画を
促進する。

第１　災害復旧・復興の基本方針の決定
(1)復旧・復興の基本方針の決定
　発災後、できる限り早い時期において、災害に強いまちづくりに向けた復旧・復
興の基本方針を定める。その際、多様な視点を確保する観点から、復旧・復興のあ
らゆる場・組織に女性、子育て家庭、障害者や高齢者等の要配慮者の参画を促進す
る。

県の計画修正を反映

222-223

(4)被災者支援等の弾力的対応

12　居住家屋の半壊以上　使用料の減免　（略）
14　不慮の災害（震災・風水害・火災等）　（略）
15　災害で家屋が全壊する等　　（略）
16　災害で経営に支障を生ずる　（略）

(4)被災者支援等の弾力的対応

12　居住家屋の半壊以上　障害者福祉施設使用料の減免　（略）
13　不慮の災害により生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたとき　（略）
14　不慮の災害（震災・風水害・火災等）　（略）
15　災害で家屋が全壊する等　国民健康保険料減免制度　（略）
16　災害で家屋が全壊する等　後期高齢者医療保険料減免制度　（略）
17　災害で経営に支障を生ずる　（略）

・記載が漏れていた項目13について追記
・使用料について、具体的な表記に修正
・後期高齢者医療制度においても保険料・一部負担金の免除・
減免制度が存在するため、追記

　　　第13節　ボランティアとの連携・義援金品の受入れ

　　　第１節　災害復旧・復興計画の作成

　　　第４節　被災者等の生活再建等の支援

　　　第４章　　災害復旧・復興計画

　　　第８節 食料・生活必需品の調達、応急給水活動

　　　第９節　防疫、保健衛生、遺体対応に関する活動

　　　第11節　施設、設備の応急復旧活動

　　　第12節　被災者等への情報提供
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 震災対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

全編
福祉部
健康保険部

健康福祉部、こども未来部、健康福祉部・こども未来部、健康福祉部・こども未来
部こども総合支援局

機構改革に伴う修正（4区分にて修正）

全編 健康保険部（保健所） 健康福祉部（保健所） 機構改革に伴う修正
全編 西日本電信電話㈱ NTT西日本㈱ 社名変更を反映した修正

全編
便所 トイレ マンホールトイレ、トイレカー等との語句の統一

※「公衆便所」は除く
全編 百貨店 商業施設 該当する施設が市内に存在しないため

9

第１　自然的条件
（２）気象
【気象統計】
過去5ヵ年の降雨量は、2019年1,494mm、2020年1,645mm、2021年1,816㎜、2022年
1,482㎜、2023年1,408㎜と推移している。

第１　自然的条件
（２）気象
【気象統計】
過去5ヵ年の降雨量は、2020年1,645mm、2021年1,816㎜、2022年1,482㎜、2023年
1,408㎜、2024年1,670mmと推移している。

最新情報への更新（気象庁HPより）

表3-1-1　アメダス大津の雨量，風向･風速の極値 表3-1-1　アメダス大津の雨量，風向･風速の極値

表3-1-2　アメダス南小松の雨量，風向･風速の極値 表3-1-2　アメダス南小松の雨量，風向･風速の極値

13

第２　社会的条件
(1)人口
　平成18年3月20日に旧志賀町と旧大津市とが合併し新しい大津市が発足した。令
和6年4月現在の大津市の人口は343,371人、世帯数157,531世帯となっている。
表3-2-1によれば、令和5年資料による65歳以上の高齢者人口が占める割合は27.4％
である。

第２　社会的条件
(1)人口
　平成18年3月20日に旧志賀町と旧大津市とが合併し新しい大津市が発足した。令
和7年4月現在の大津市の人口は342,941人、世帯数158,955世帯となっている。
表3-2-1によれば、令和7年資料による65歳以上の高齢者人口が占める割合は28.1％
である。

最新情報への更新（大津市HPより）
※数値は大津市HP「年齢別・学区別人口統計表（令和7年
度）」＞「令和7年4月」より

13

表3-2-1　大津市学区別高齢者人口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月３１日
（略）

表3-2-1　高齢者人口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月３１日
（略）

最新情報への更新（大津市HPより）および記載方法の変更
※数値の統一のため、出典元を大津市統計年鑑から大津市HP
「年齢別・学区別人口統計表（令和7年度）」＞「令和7年4
月」へ変更

14

(2)交通
【鉄道】
　（略）
　運行する列車のほとんどが京都駅まで直通しており、京都・大阪方面への通勤・
通学路線となっているほか、大津京駅、堅田駅に停車する北陸線特急もある。

(2)交通
【鉄道】
　（略）
　運行する列車のほとんどが京都駅まで直通しており、京都・大阪方面への通勤・
通学路線となっているほか、堅田駅に停車する北陸方面行きの特急もある。

・現状に合わせて修正
・記載の修正

15

【港湾】
　市内には、県や市のほか、民間が所有している港が官民合わせて10港（近江舞子
港、琵琶湖大橋港、堅田港、雄琴港、柳が崎港、大津港、におの浜観光港、瀬田唐
橋港、石山港、南郷港）と、北小松、和邇、堅田の３漁港が整備されている。特に
大津港は、湖上観光の基地として活用されている。

【港湾】
　市内には、県や市のほか、民間が所有している港が官民合わせて12港（近江舞子
港、琵琶湖大橋港、南小松港、堅田港、雄琴港、膳所港、柳が崎港、大津港、にお
の浜観光港、瀬田唐橋港、石山港、南郷港）と、北小松、和邇、堅田の３漁港が整
備されている。特に大津港は、湖上観光の基地として活用されている。

記載漏れの修正

31

第２　応急対策計画
５　指定緊急避難場所・指定避難所対応
また、要配慮者等のニーズや男女双方のニーズ等に留意した安全・安心な指定避難
所の設置・運営に努める。

第２　応急対策計画
５　指定緊急避難場所・指定避難所対応
また、要配慮者・子育て世帯等のニーズや年齢・性別による被災時のニーズの違い
等に留意した安全・安心な指定避難所の設置・運営に努める。

国の計画修正を反映
（風水害編と記載を統一）

38

第６　指定公共機関及び指定地方公共機関
11　（一社）滋賀県LPガス協会
　　（略）

【新設】

第６　指定公共機関及び指定地方公共機関
11　（一社）滋賀県LPガス協会
　　（略）

12　滋賀県道路公社
　ア　琵琶湖大橋有料道路の整備と防災管理
　イ　災害時における琵琶湖大橋有料道路の輸送路の確保
　ウ　被災道路施設の復旧

指定地方公共機関への指定を受けた修正
（県の計画修正を反映）

40-41 （略） 【節ごと削除】 国・県の計画修正に伴い、末尾に新章を設立したため

43

第２　構造物・施設等の安全性の確保［震災］
(1)公共の構造物・施設等の耐震性確保
ア　市有建築物
　市庁舎、消防局、消防署、保健・医療施設、教育施設、社会福祉施設、廃棄物処理施
設、その他指定避難所として指定した施設等の防災対策上重要な施設やその他の施設に
ついて、「大津市既存建築物耐震改修促進計画」、「大津市公共施設の耐震化推進要領」
および「大津市公共施設等総合管理計画」に基づいて耐震性の確保に努める。

イ　ライフライン施設
(ｱ) （略）
(ｲ) 水道施設
　（公社）日本水道協会刊行の「水道施設耐震工法指針・解説」及び「水道施設設計指針・
解説」に基づいて、水道施設の耐震性確保に努める。
(ｳ) ガス施設
　（一社）日本ガス協会刊行の「ガス導管耐震設計指針」及び「ガス導管耐震設計の手引
き」に基づいて、ガス供給施設の耐震性確保に努める。

第２　構造物・施設等の安全性の確保［震災］
(1)公共の構造物・施設等の耐震性確保
ア　市有建築物
　市庁舎、消防局、消防署、保健・医療施設、教育施設、社会福祉施設、廃棄物処理施
設、その他指定避難所として指定した施設等の防災対策上重要な施設やその他の施設に
ついて、「大津市既存建築物耐震改修促進計画」および「大津市公共施設総合管理計画」
に基づいて耐震性の確保に努める。

イ　ライフライン施設
(ｱ) （略）
(ｲ) 水道施設
（公社）日本水道協会刊行の「水道施設耐震工法指針・解説」及び「水道施設設計指針」に
基づいて、水道施設の耐震性確保に努める。
(ｳ) ガス施設
（一社）日本ガス協会刊行の「中低圧ガス導管耐震設計指針」に基づいて、ガス供給施設
の耐震性確保に努める。

・計画等の名称の訂正
・現状運用していない要領の削除
・書籍名の訂正および削除

45

(7)家具、オフィス機器の転倒防止
　（略）

【新設】

(7)家具、オフィス機器の転倒防止
　（略）

(8)電気火災対策の推進
　　　　　　　　　　　＜総務部、健康福祉部、都市計画部、建設部、消防局＞
　大規模地震時の電気火災を防止するため、感震ブレーカーの普及促進を図り、住
宅等における火災リスクの低減に努める。
ア　周知・啓発の推進
　感震ブレーカーの有効性について、市民への周知啓発に努め、設置促進を図る。
防災訓練、広報媒体、地域の防災活動等を活用し、住民理解の向上に努める
イ　普及推進体制の整備
　感震ブレーカーの普及に係る関係部局、住宅関係者、電気工事関係者等との連携
体制を整備し、地域の実情に応じた普及促進策を検討する。また、設置状況の把握
や設置支援制度等について必要な検討を行う。

国の計画修正（令和６年６月）及び消防庁通知（令和７年３
月）を受けた修正

49

第３　災害に強い基盤整備
(9)宅地災害対策
イ　宅地の耐震化
　既存の造成地の中で、大地震時等に変動・崩壊等を起こし、広範な被害を発生さ
せるおそれが高い大規模盛土造成地の耐震化については、市において、変動予測調
査の実施により、盛土造成地の位置と規模を把握するための第一次スクリーニング
にあたる調査を行い、「大規模盛土造成地マップ」を作成した。

第３　災害に強い基盤整備
(9)宅地災害対策
イ　宅地の耐震化
　既存の造成地の中で、大地震時等に変動・崩壊等を起こし、広範な被害を発生さ
せるおそれが高い大規模盛土造成地の耐震化については、市において、盛土造成地
の位置と規模を把握するための第一次スクリーニングにあたる調査を行い、「大規
模盛土造成地マップ」を作成した。

記載が不要のため

　　　第１節　災害に強いまちづくり

9

　　　第2章　　災害予防計画

10

　　　第２節 　災害応急対策、災害復旧・復興への備え

　　　第３節　大津市域の概要

　　　第５節　防災計画の大綱

　　　第７節　主な防災関係機関の業務大綱

　　　第８節　南海トラフ地震防災推進計画

資料３

　＜震災対策編＞

　　　第1章　　総則

最新情報への更新（気象庁HPより）

最新情報への更新及び錯誤の修正（気象庁HPより）
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 震災対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

53

第２　情報の収集・連絡への備え
(1)情報通信手段の多重化・充実
　災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、市町、都道府
県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、消防救急デジ
タル無線、高機能消防指令システム、消防局高所監視カメラシステム、滋賀県防災
行政無線、防災行政無線、ＩＰ無線、衛星携帯電話、災害時優先電話、滋賀県防災
情報システム、大津市総合防災情報システム等を活用する。また、情報伝達手段の
多重化や充実を図っていく。

第２　情報の収集・連絡への備え
(1)情報通信手段の多重化・充実
　災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、市町、都道府
県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、消防救急デジ
タル無線、高機能消防指令システム、消防局高所監視カメラシステム、滋賀県防災
行政無線、防災行政無線、ＩＰ無線、衛星携帯電話、災害時優先電話、滋賀県防災
情報システム、大津市総合防災情報システム等を活用する。また、情報伝達手段の
多重化や充実、必要に応じてシステム同士の連携を図っていく。

滋賀県防災情報システムを通じた総合防災情報システム
（SOBO-WEB)との連携を念頭に置き、記載を修正

55

第３　広域応援協力体制の充実
イ　全国の自治体
　全国の自治体を対象とした相互応援協定としては、平成24年３月１日付けで24市
区町の義士親善友好都市間において「災害応急対策活動の相互応援に関する協
定」、平成17年４月１日付けで20市区町間において「東海道五十三次市区町災害時
相互応援に関する協定」、平成21年９月１日付けで「中核市災害相互応援協定」が
締結されており、

第３　広域応援協力体制の充実
イ　全国の自治体
　全国の自治体を対象とした相互応援協定としては、平成25年４月１日付けで23市
区町の義士親善友好都市間において「災害応急対策活動の相互応援に関する協
定」、平成28年４月１日付けで21市区町間において「東海道五十三次市区町災害時
相互応援に関する協定」、平成21年９月１日付けで「中核市災害相互応援協定」が
締結されており、（略）

再締結のあった協定について、締結日および協定参加自治体
数を修正

56

［義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援協定］
協定日　　　平成１８年４月１日
効力発生日　平成１８年４月１日

［義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互応援協定］
協定日　　　平成25年４月１日
効力発生日　平成25年４月１日

再締結のあった協定について、締結日を修正

59

［東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定］
参加自治体　（計20市区町）
協定日　　　平成17年４月１日
効力発生日　平成17年４月１日

［東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定］
参加自治体　（計21市区町）
協定日　　　平成28年４月１日
効力発生日　平成28年４月１日

再締結のあった協定について、締結日および協定参加自治体
数を修正

71

第５　緊急輸送活動への備え
(1)緊急輸送ネットワークの形成
＜建設部、滋賀県、警察＞

第５　緊急輸送活動への備え
(1)緊急輸送ネットワークの形成
＜建設部、滋賀県、【削除】＞

警察は関知しないため、削除

73

(3)緊急通行車両等の事前届出
　災害時には被災地における緊急通行車両以外の通行は規制されるため、緊急時に
利用が想定される公用車両等については、事前に滋賀県警察本部（交通規制課）又
は県（防災危機管理局）に緊急通行車両としての届出を行い、災害時に備える。ま
た、災害時に応急対策を円滑に実施するため、利用が想定される民間車両への輸送
車両等の事前届出の周知、普及に努める。

(3)緊急通行車両等の事前届出
　災害時には被災地において緊急通行路が指定された場合、「緊急通行車両」及び
緊急通行車両の対象とならない「規制除外車両」以外の通行は規制されるため、緊
急時に利用が想定される公用車両等においては、緊急通行車両の場合、あらかじめ
緊急通行車両確認申出書の提出を行い、規制除外車両のうち事前届出対象車両にお
いては、事前届出を行い、災害時に備える。また、災害時に応急対策を円滑に実施
するため、活用が想定される民間車両への緊急通行車両及び規制除外車両の事前届
出制度の周知、普及に努める。

・現状に即した記載に修正
・規制除外車両について記載

73

(4)道路啓開のための準備
　災害時の道路啓開を迅速に行うため、作業の優先順位の決定や割り当て等の計画
を予め立案するよう努める。

(4)道路啓開のための準備
　災害時の道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、作業の優先順位の決定
や割り当て等の計画を定めた道路啓開計画を予め作成するとともに、定期的に見直
しを行う。

風水害編の記載に合わせて修正

76

第６ 避難誘導と指定緊急避難場所等の確保
(3)避難行動要支援者の避難誘導
＜福祉部、健康保険部、産業観光部、総務部、教育委員会、消防局、社会福祉事業
団＞
　自力で避難することが困難な要配慮者、いわゆる避難行動要支援者を適切に避難
誘導するため、地域住民や自主防災組織等との連携を図りながら、平常時から適切
な避難誘導体制の整備に努める。
　また、日本語の理解が困難な外国人のために指定緊急避難場所標識等の簡明化、
多言語化など災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努
めるとともに市は、（公財）大津市国際親善協会と連携し、啓発資料等を作成す
る。

第６ 避難誘導と指定緊急避難場所等の確保
(3)避難行動要支援者の避難誘導
＜政策調整部、総務部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会、消防局、社会福
祉事業団＞
　自力で避難することが困難な要配慮者、いわゆる避難行動要支援者を適切に避難
誘導するため、地域住民や自主防災組織等との連携を図りながら、平常時から適切
な避難誘導体制の整備に努める。
　また、日本語の理解が困難な外国人のために指定緊急避難場所標識等の簡明化、
多言語化など災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努
めるとともに市は、（公財）大津市国際親善協会と連携し、啓発資料等を作成す
る。

多文化共生・国際室の新設によるもの

78

ア　在宅の避難行動要支援者の避難支援に関する資料の整備
(ｸ) 個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への支援
　市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等
が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必
要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、
必要な配慮をするものとする。

ア　在宅の避難行動要支援者の避難支援に関する資料の整備
(ｸ) 個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への支援
　市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等
が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への周
知・啓発や必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制
の整備など、必要な配慮をするものとする。

国の計画修正を反映
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(6)指定緊急避難場所等・避難路の確保
イ　指定緊急避難場所の指定
（略）
(ｱ) 洪水（水防法に基づく琵琶湖、瀬田川、大戸川、草津川の浸水想定区域外（浸
水深50cm未満除く））

(6)指定緊急避難場所等・避難路の確保
イ　指定緊急避難場所の指定
（略）
(ｱ) 洪水（水防法に基づく河川の浸水想定区域外（浸水深50cm未満除く））

令和３年水防法の改正を反映
洪水浸水想定区域の対象河川に、４河川以外の中小河川が含
まれるようになったため

81

(7)指定避難所等の確保
イ　指定避難所
市は、（略）と協議を行う。
　なお、指定避難所となる公共施設については、障害者トイレ、スロープ、手摺
り、情報通信機器、字幕放送対応テレビ等の整備を進めるとともに、日本語の理解
が困難な外国人に配慮し、やさしい日本語や多言語による案内表示、情報提供に努
める。

(7)指定避難所等の確保
イ　指定避難所
市は、（略）と協議を行う。
　なお、指定避難所となる公共施設については、バリアフリートイレ、スロープ、
手摺り、情報通信機器、字幕放送対応テレビ、事前設置型特設公衆電話等の整備を
進めるとともに、日本語の理解が困難な外国人に配慮し、やさしい日本語や多言語
による案内表示、情報提供に努める。

・多文化共生・国際室の新設による担当部変更
・国土交通省の表記へ修正
・本市の事業推進を反映
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オ　民間・企業施設等の活用
　避難者が、あらかじめ市で指定している指定避難所又は、地域で任意に活用する
地域避難所において、量的に確保することが困難な場合には、旅館、ホテル、企業
の社屋又は福利厚生施設等を活用できるよう、必要な事項を事前に関係機関と協議
し定めておくこととする。

オ　民間・企業施設等の活用
　避難者が、あらかじめ市で指定している指定避難所又は、地域で任意に活用する
地域避難所において、量的に確保することが困難な場合には、旅館、ホテル、宗教
施設、企業の社屋又は福利厚生施設等を活用できるよう、必要な事項を事前に関係
機関と協議し定めておくこととする。

本市の事業推進を反映

81

【新設】 カ 届出避難所等の把握
　指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた避難所について
も、あらかじめ情報の把握に努めるとともに、在宅避難者等が発生する場合や、避
難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地
域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための
拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとす
る。
　また、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な
物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に
かかる情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。

国・県の計画修正を反映

83

第７　食料・水・生活必需品の調達連携体制
(1)物資の調達に係る連携
ア　備蓄
　災害時の食糧、水、寝具、衣服、身の回り品、炊飯用具、日用品、食器、光熱材
料、衛生用品などの生活必需品は、市民自らの備蓄と市及び県の備蓄でもって、３
日間を目安に対応できるよう努めていく。市は、学区などを単位とした防災拠点の
整備を促進し、食料や生活必需品等の備蓄を行うとともに、食物アレルギーに配慮
した食料の確保・配布等に努めるものとする。なお、災害時に孤立が予測されるな
どの地域特性に応じて備蓄を検討する。また、物資を保管しておく備蓄庫等の計画
的整備も合わせて検討する。
　【追加】

第７　食料・水・生活必需品の備蓄・調達連携体制
(1)物資の調達に係る連携
ア　備蓄
　災害時の食糧、水、寝具、衣服、身の回り品、炊飯用具、日用品、食器、光熱材
料、衛生用品などの生活必需品は、市民自らの備蓄と市及び県の備蓄でもって、想
定し得る最大規模の災害における想定避難者数の３日間分を目安に対応できるよう
努めていく。市は、学区などを単位とした防災拠点の整備を促進し、食料や生活必
需品等の備蓄を行うとともに、食物アレルギーに配慮した食料の確保・配布等に努
めるものとする。なお、災害時に孤立が予測されるなどの地域特性に応じて備蓄を
検討する。また、物資を保管しておく備蓄庫等の計画的整備も合わせて検討する。
　これらの物資については、年１回備蓄状況を住民に広く公表するとともに、新物
資システム（B-PLo）を用いて、備蓄状況の確認を行う。

国・県の計画修正を反映
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(2)生活用水の確保対策
カ　災害用井戸の登録制度の実施

(2)生活用水の確保対策
カ　地域住民、企業が持つ災害用井戸の登録制度や公共井戸の整備 国・県の計画修正を反映

86

第８　防疫、保健衛生、遺体対応への備え
(2)保健衛生活動
ウ　し尿処理
　下水道機能の低下、指定避難所における大量の避難者収容等により、し尿処理の
機能が大幅に低下することが考えられる。このため、下水道施設等の機能強化を推
進するとともに、災害時のし尿処理対策として、仮設便所の備蓄及び分散配置を行
う。
　なお、仮設便所には、下水道投入型とし尿貯留型の２タイプがあり、下水道投入
型の使用にあたっては、指定避難所等にし尿投入口（マンホールトイレ）の設置を
計画的に実施していく必要がある。
　また、備蓄計画としては、250人あたり１基（合計180基）を目標として備蓄に努
め、各小中学校の防災倉庫等に分散配置を行う。

第８　防疫、保健衛生、遺体対応への備え
(2)保健衛生活動
ウ　し尿処理
　下水道機能の低下、指定避難所における大量の避難者収容等により、し尿処理の
機能が大幅に低下することが考えられるため、下水道施設等の機能強化を推進する
とともに、災害時のし尿処理対策として、仮設トイレの備蓄及び分散配置やトイレ
カー、可搬式コンテナトイレなどの活用により、機動的な運用に努める。
　なお、仮設トイレには、下水道投入型と貯留型の２タイプがあり、下水道投入型
の使用にあたっては、し尿投入口（マンホールトイレ）の設置に必要となる下流下
水道管の耐震化を計画的に実施していく必要がある。
　また、備蓄計画としては、50人あたり１基（合計880基）を目標として仮設トイ
レ及び簡易トイレの備蓄に努め、各小中学校の防災倉庫等に分散配置を行う。

・本市の事業推進を反映
・国のガイドラインを反映
・現状のマンホールトイレ計画を反映
・語句の修正
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エ　相互協力体制
　災害時における廃棄物・し尿処理の円滑な実施のため、県内の自治体又はブロッ
ク協議会など、自治体間での相互協力体制の構築を進める。

エ　相互協力体制
　災害時における廃棄物・し尿処理の円滑な実施のため、災害対応車両検索システ
ム（D-TRACE）の活用も含め、県内の自治体又はブロック協議会など、自治体間で
の相互協力体制の構築を進める。

国・県の計画修正を反映

88

第９　災害廃棄物処理体制
(1)震災廃棄物処理
オ　災害廃棄物の処理計画の運用
　大津市災害廃棄物処理計画に基づき、事前に仮置場候補地の選定や処理体制を構
築しておくものとする。
【追加】

第９　災害廃棄物処理体制
(1)震災廃棄物処理
オ　災害廃棄物処理計画の運用
　大津市災害廃棄物処理計画に基づき、事前に仮置場候補地の選定や処理体制を構
築しておくものとする。
　また、大津市災害廃棄物処理計画に基づき災害対応時に核となる人材の育成を行
い、計画の実行性の向上に努める。

国の計画修正を反映（本市の災害廃棄物処理計画の運用状況
を考慮）
風水害編と記載を統一

89,90

第10　ライフラインの応急復旧活動への備え
(1)水道に関する災害応急復旧体制の整備
　水道事業者は、災害時における水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のた
め、平常時から防災体制を整備する。
(2)（略）
(3)下水道に関する災害応急復旧体制の整備
　下水道事業者は、災害時における下水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。
（略）

第10　ライフラインの応急復旧活動への備え
(1)水道に関する災害応急復旧体制の整備
　水道事業者は、災害時における水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進のた
め、下水道事業者との連携の元、平常時から防災体制を整備する。
(2)（略）
(3)下水道に関する災害応急復旧体制の整備
　下水道事業者は、災害時における下水道施設・設備の円滑な応急復旧活動の推進
のため、水道事業者との連携の元、平常時から防災体制を整備する。
（略）

国・県の計画修正を反映

91

(5)電気通信に関する災害応急復旧体制の整備
＜西日本電信電話㈱＞
  電気通信事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。
ア　各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備
イ　初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行
動指針等の整備
【新設】

(5)電気通信に関する災害応急復旧体制の整備
＜NTT西日本㈱＞
  電気通信事業者は、災害時における電気通信設備等の円滑な応急復旧活動の推進
のため、平常時から防災体制を整備する。
ア　各種災害を想定した応急復旧資機材の備蓄・調達体制の整備
イ　初動体制や被害情報等の収集体制、関係機関との情報連絡体制等を明示した行
動指針等の整備
ウ　指定避難所となる学校等の公共施設を中心に被災者等の通信を確保するため、
事前設置型特設公衆電話を整備

本市の事業推進を反映
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第11　被災者等への的確な情報伝達活動への備え
(1)広報体制の整備
エ　広報手段については、携帯端末のエリアメール・緊急速報メール機能、ソー
シャルメディアやデジタル放送等を活用し、警報等の伝達手段の多重化・多様化に
努める。また、放送設備を搭載した広報用車両の充実を図る。

第11　被災者等への的確な情報伝達活動への備え
(1)広報体制の整備
エ　広報手段については、携帯端末のエリアメール・緊急速報メール機能、携帯端
末用アプリ、ソーシャルメディアやデジタル放送等を活用し、警報等の伝達手段の
多重化・多様化に努める。また、放送設備を搭載した広報用車両の充実を図る。

本市の事業推進を反映（ポケットおおつ、大津市防災ナビ）
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第12　ボランティアとの連携
(2)ボランティアとの連携強化
　災害時における被災者へのきめ細かいサービスの提供、復旧活動の支援など、ボ
ランティアは災害対策に大きな役割を果たすため、ボランティアとの協力・連携体
制の強化を推進する必要がある。

ア　（略）

イ　学区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、市内のボランティア団
体・グループなどについては、各団体の意向を踏まえつつ、交流・連携に努めると
ともに、県および県社協と連携し、市外のボランティア団体との交流・連携につい
ても検討していく。
【追加】

【新設】

ウ　通訳等の日本語支援を行なうボランティアについては、災害時における外国人
支援に重要な役割を果たすと想定されるため、今後、市内外の国際交流団体等との
連携を図り、支援体制を整えていく。

エ　被災建築物応急危険度判定士（震災時）、被災宅地危険度判定士（震災時およ
び風水害時）については、災害時において重要な役割を果たすと想定されるため、
県と連携し、関係団体との連携に努める。

オ　ボランティアは、活動に際しボランティア活動保険に加入するものとし、その
普及啓発に努める。

第12　ボランティアとの連携
(2)ボランティアとの連携強化
　災害時における被災者へのきめ細かいサービスの提供、復旧活動の支援など、ボ
ランティアは災害対策に大きな役割を果たすため、国の被災者援護協力団体登録制
度の運用も踏まえて、ボランティアとの協力・連携体制の強化を推進する必要があ
る。

ア　（略）

イ　学区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、市内のボランティア団
体・グループ、被災者援護協力団体などについては、各団体の意向を踏まえつつ、
交流・連携に努めるとともに、県および県社協と連携し、市外のボランティア団体
等との交流・連携についても検討していく。
　併せて、全国域の災害中間支援組織である全国災害ボランティア支援団体ネット
ワーク（JVOAD）とも連携し、発災時における連携体制強化を図っていく。

ウ　市町は、あらかじめ避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア
人材の育成・確保に努めるものとする。

エ　通訳等の日本語支援を行なうボランティアについては、災害時における外国人
支援に重要な役割を果たすと想定されるため、今後、市内外の国際交流団体等との
連携を図り、支援体制を整えていく。

オ　被災建築物応急危険度判定士（震災時）、被災宅地危険度判定士（震災時およ
び風水害時）については、災害時において重要な役割を果たすと想定されるため、
県と連携し、関係団体との連携に努める。

カ　ボランティアは、活動に際しボランティア活動保険に加入するものとし、その
普及啓発に努める。

国・県の計画修正を反映
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(3)ボランティアへの対応

（略）
　災害時は、庁舎新館１階会議室等の市の指定する場所に「大津市災害ボランティ
アセンター」を開設し、参集する一般ボランティアの受け入れを行うとともに、活
動場所の斡旋、資機材の調達、情報の収集・提供、ボランティア保険の加入手続き
等、ボランティア活動を支援する。

(3)ボランティアへの対応

（略）
　災害時は、庁舎新館の市の指定する場所に「大津市災害ボランティアセンター」
を開設し、参集する一般ボランティアの受け入れを行うとともに、活動場所の斡
旋、資機材の調達、情報の収集・提供、ボランティア保険の加入手続き等、ボラン
ティア活動を支援する。

庁舎新館１階には会議室が存在しないため

96

第14　防災訓練の実施
(1)総合防災訓練の実施
　また、訓練には、高齢者、障害者、外国人（多言語対応）等の要配慮者の支援に
必要な内容を取り入れるよう図るとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双
方の視点に配慮するよう努めるものとする。

-1

第14　防災訓練の実施
(1)総合防災訓練の実施
　また、訓練には、高齢者、障害者、外国人（多言語対応）等の要配慮者の支援に
必要な内容を取り入れるよう図るとともに、年齢・性別による被災時のニーズの違
い等多様な視点に配慮するよう努めるものとする。

国・県の計画修正を反映
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第15　災害復旧・復興への備え
【基本方針】
　円滑な災害復旧・復興の実施のため、重要構造物・施設・設備等の情報及び図面
等の整備保全ならびに土地情報のデータ化を図る。

【新設】

(1)行政資料の保存
　災害により市庁舎等が被害を受けた場合、戸籍、住民票、登記、税務資料等の行
政資料が失われ、災害対策や円滑な行政推進に支障をきたすことが考えられるた
め、各種資料の保全に万全を期す。
ア　発災後においても円滑に行政を推進できるよう、個人情報や市民生活に直結し
た行政推進情報をはじめとした重要なデータについてはバックアップデータを作成
し、同時被災・散逸を回避するために地域的に離れた施設で保管するなど、行政資
料の保全対策に努める。

(2)地籍調査の推進
（略）

(3)建設業者、測量設計業者、地質調査業者等との連携
（略）

第15　災害復旧・復興への備え
【基本方針】
　円滑な災害復旧・復興の実施のため、事前準備の観点からの検討、重要構造物・
施設・設備等の情報及び図面等の整備保全ならびに土地情報のデータ化を図る。

(1)事前準備の観点からの取組
　　　　＜政策調整部、都市計画部、建設部、消防局、企業局、防災関係機関＞
　迅速・円滑な復旧・復興まちづくりのための必要な取組を行うよう努める。

(2)行政資料の保存
　災害により市庁舎等が被害を受けた場合、戸籍、住民票、登記、税務資料等の行
政資料が失われ、災害対策や円滑な行政推進に支障をきたすことが考えられるた
め、各種資料の保全に万全を期す。
ア　発災後においても円滑に行政を推進できるよう、個人情報や市民生活に直結し
た行政推進情報をはじめとした重要なデータについては、同時被災・散逸を回避す
るために地域的に離れた施設で運用管理するなど、行政資料の保全対策に努める。

(3)地籍調査の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜建設部＞
（略）

(4) 建設業者、測量設計業者、地質調査業者等との連携
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜建設部＞
（略）

・県の計画修正を反映
・実態の運用に即した記載に修正

(102-103)
［情報資産（データ及びプログラム等］についての災害予防対策（政策調整部）］

（表）

【削除】
実態に即さない図であるため、削除

　　　第３節　市民の防災活動
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資料３

100

第１　防災知識の普及
(1)市民への防災知識の普及
　災害時における被害を最小限に抑え、（略）、以下のような防災知識普及のため
の各種事業を推進し、市民の防災知識・防災対応力の向上に努めるとともに、被災
時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮するよう努めるものとする。

　また、被災後に援助の手をさしのべるボランティアを円滑に受け入れるなどの地
域の受援力を強化する。

 ハザードマップ等各種印刷物の作成
 テレビ、ラジオ等の報道機関を活用した防災知識の普及
 研修ビデオ、疑似体験装置等を活用した防災知識の普及
 防災ホームページを活用した防災知識の普及
 広報誌「広報おおつ」、「パイプライン」を活用した防災知識の普及
 防災イベントの実施
 各種防災講座の実施
 各種防災訓練の実施
 防火訪問等による防火・防災予防知識の普及
 大津市防災士の養成

第１　防災知識の普及
(1)市民への防災知識の普及
　災害時における被害を最小限に抑え、（略）、以下のような防災知識普及のため
の各種事業を推進し、市民の防災知識・防災対応力の向上に努めるとともに、年
齢・性別による被災時のニーズの違い等多様な視点に配慮するよう努めるものとす
る。

　また、被災後に援助の手をさしのべるボランティアを円滑に受け入れるなどの地
域の受援力を強化する。

 ハザードマップ等各種印刷物の作成
 テレビ、ラジオ等の報道機関を活用した防災知識の普及
 研修ビデオ、疑似体験装置等を活用した防災知識の普及
 防災ホームページ、携帯端末用アプリを活用した防災知識の普及
広報紙「広報おおつ」、「パイプライン」を活用した防災知識の普及
 防災イベントの実施
 各種防災講座の実施
 各種防災訓練の実施
 防火訪問等による防火・防災予防知識の普及
 大津市防災士の養成

・国・県の計画修正を反映
・本市の事業推進を反映（ポケットおおつ、大津市防災ナ
ビ）
・広報誌ではなく、広報紙の書き方に統一しているため

100

(2)要配慮者への防災知識の普及
＜福祉部、健康保険部、社会福祉事業団、産業観光部、消防局＞
　災害時においては、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要
配慮者の対策が求められることから、要配慮者本人やその家族に対して、災害時の
行動に関する基礎知識の普及に努める。

(2)要配慮者への防災知識の普及
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、消防局、社会福祉事業団＞
　災害時においては、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要
配慮者の対策が求められることから、要配慮者本人やその家族に対して、災害時の
行動に関する基礎知識の普及に努める。

多文化共生・国際室の新設によるもの

103

第２　市民の防災活動の推進
【基本方針】
　地域防災圏における防災活動を充実させるため、自主防災組織の設立や訓練等の
実施を行うとともに活動支援に努める。また、地域内の一定の市民及び当該地域に
事業所を有する事業者（以下、「地区居住者等」という）の自発的な防災活動に関
する計画である地区防災計画の策定の推進に努めるとともに地域の防災体制の強化
を図る。

第２　市民の防災活動の推進
【基本方針】
　地域防災圏における防災活動を充実させるため、自主防災組織の設立及び育成、
強化を図り、消防団と自主防災組織や防災士等の多様な主体との連携等を通じて地
域コミュニティの防災体制の充実を図る。また、研修の実施等による組織リーダー
の育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等により、これらの組織の日常
化、訓練の実施を促すものとし、住民は、地域の防災訓練など自発的な防災活動に
参加するよう努める。その際、女性の参画の促進に努める。
　また、地域内の一定の市民及び当該地域に事業所を有する事業者（以下、「地区
居住者等」という）の自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画の策定の
推進に努めるとともに地域の防災体制の強化を図る。

国・県の計画修正を反映
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(1)自主防災組織の整備

イ 組織リーダー
　自主防災組織に、組織の中核となるリーダーとして会長、副会長、会計、監事
等、随時必要な役員を置く。情報、消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の活
動各班については、できるだけ専門知識・専門技術を持つ経験者（消防、警察官、
医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）に班長になってもらうなど、地域内における
リーダーの掘り起こしを行うとともに、防災対応力の向上を目指したリーダー研修
の実施に努める。その際、女性の参画の促進に努める。

(1)自主防災組織の整備

イ 組織リーダー
　自主防災組織に、組織の中核となるリーダーとして会長、副会長、会計、監事
等、随時必要な役員を置く。情報、消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の活
動各班については、できるだけ専門知識・専門技術を持つ経験者（消防、警察官、
医師、看護師、エンジニア等のＯＢ）に班長になってもらうなど、地域内における
リーダーの掘り起こしを行うとともに、防災対応力の向上を目指したリーダー研修
の実施に努める。その際、女性や子育て家庭の参画の促進に努める。

国・県の計画修正を反映

106

(2)地区防災計画策定の推進

　自主防災組織の参加者をはじめとする地区居住者等は、当該地区における防災力
の向上を図るため、協働して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支
援体制の構築等、自発的な防災活動の推進に努めるとともに、これら防災活動に関
する計画をとりまとめた地区防災計画の作成に努める。
　市は、地区居住者等が地区防災計画を作成するために、ハザードマップ・カルテ
等の必要な資料の提供や、計画作成に係る助言等の支援を行う。
　また、地区居住者等によりとりまとめられた地区防災計画について、地域の自発
的な防災活動の内容を最大限尊重するとともに、その内容が本計画の趣旨に沿って
いるか等十分に検証した上で、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防
災計画として定めることとする。
　なお、策定にあたっては、高齢者や障害者、女性、ボランティア団体等、多様な
主体の参画を推進する。

(2)地区防災計画策定の推進

　自主防災組織の参加者をはじめとする地区居住者等は、当該地区における防災力
の向上を図るため、協働して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支
援体制の構築等、自発的な防災活動の推進に努めるとともに、これら防災活動に関
する計画をとりまとめた地区防災計画の作成に努める。
　市は、地区居住者等が地区防災計画を作成するために、ハザードマップ・カルテ
等の必要な資料の提供や、計画作成に係る助言等の支援を行う。
　また、地区居住者等によりとりまとめられた地区防災計画について、地域の自発
的な防災活動の内容を最大限尊重するとともに、その内容が本計画の趣旨に沿って
いるか等十分に検証した上で、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防
災計画として定めることとする。
　なお、策定にあたっては、高齢者や障害者、女性、子育て家庭、ボランティア団
体等、多様な主体の参画を推進する。

国・県の計画修正を反映
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第１　市の活動体制
(3)参集にあたっての留意事項
オ  公共交通機関が寸断され道路事情の悪化が予想される場合は、徒歩・自転車・
バイクのいずれかにより参集するものとする。

第１　市の活動体制
(3)参集にあたっての留意事項
オ  公共交通機関が寸断され道路事情の悪化が予想される場合は、状況にあわせて
自身の安全を確保できる方法により参集するものとする。

実情にあわせた表記に修正

122

【災害警戒本部及び災害対策本部組織図】
本部事務局　事務局員：
　　　　　　　　　　　長寿政策課
　　　　　　　　　　　企業局危機管理室

【災害警戒本部及び災害対策本部組織図】
本部事務局　事務局員：
　　　　　　　　　　　こども・若者政策課
　　　　　　　　　　　企業局企業戦略・危機対策室

機構改革に伴う軽微な修正

(10)特別調整
［特別調整の関係部及び業務例］

(10)特別調整
［特別調整の関係部及び業務例］

127

第２　広域的な応援協力体制
(1)災害救助法の適用計画

[災害救助法の適用]
エ　災害救助法による救助の種類
　（略）
【新設】
　(ｷ) 災害にかかった住宅の応急修理
　(ｸ) 学用品の給与
　(ｹ) 埋葬
　(ｺ) 死体の捜索及び処理
　(ｻ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し
い支障を及ぼしているものの除去

第２　広域的な応援協力体制
(1)災害救助法の適用計画

[災害救助法の適用]
エ　災害救助法による救助の種類
　（略）
　(ｷ) 福祉サービスの提供
　(ｸ) 災害にかかった住宅の応急修理
　(ｹ) 学用品の給与
　(ｺ) 埋葬
　(ｻ) 死体の捜索及び処理
　(ｼ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し
い支障を及ぼしているものの除去

法改正に伴う追加

129

(4)国による応援・代行
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応が出来ない
事態又は、市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場
合も想定されるため、国が応急措置の代行が実施できるよう必要な準備を整えてお
くものとする。

(4)国による応援・代行
　市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認める
ときは、県に対し、国に対する応急措置の実施を求めるものとする。市町はこの要
求ができない場合は、その旨および当該市町の地域における災害の状況を国に通知
するものとする。

国・県の計画修正を反映

132

第３　防災関係機関等との連携
(1)防災関係機関との連携

西日本旅客鉄道（株）大津駅

第３　防災関係機関等との連携
(1)防災関係機関との連携

西日本旅客鉄道（株）大津統括駅
JR機構改革に伴う修正

　　　第１節　活動体制の確立

　　　第３節　救助・救急、医療及び消火活動

　　　第3章　　災害応急対策計画

124-125 多文化共生・国際室の新設によるもの
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 震災対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

147

［救急活動要領］
(ｱ)　（略）
(ｲ)　仮救護所の設置
　応急救護所が設置されるまでの間、一時的に消防署又は最寄りの適当な場所に仮
救護所を設置する。なお、仮救護所の設置にあたっては、消防車両の出動及び部隊
の指揮・運用に支障がないよう十分に配慮すること。
(ｳ)　現地救護所の設置
　傷病者が多数発生している災害現場においては、現地救護所を設置して救護活動
を行うものとし、その要員には、初期においては先着救急隊員をあて、災害状況に
応じて順次、後着救急隊員等をもって増強するものとする。なお、状況により医師
等の派遣を要請すること。

［救急活動要領］
(ｱ)　（略）
【削除】

(ｲ)　現地救護所の設置
　傷病者が多数発生し、迅速な医療機関への搬送・受入れが困難な場合は、状況に
応じて災害現場に現地救護所の開設を検討する。なお、開設に際しては、署隊本部
から局対策本部へ医師や看護師の派遣および応援隊等による活動支援の要請を行
い、救急隊の効率的な運用を確保する。

・仮救護所については、能登半島地震の際、消防署に付近住
民が押し寄せたことにより機能不全に陥ったため削除
・現地救護所については、医療機関が主体的に設置運営する
ものであり、救急資源の効率的な運用を優先するため要領を
修正

165
避難要領≪勤務時間内≫

（図は別紙３参照）

避難要領≪勤務時間内≫

（図は別紙３参照）
避難勧告、要援護者等の古い呼称を変更

166
避難要領≪勤務時間外≫

（図は別紙４参照）

避難要領≪勤務時間外≫

（図は別紙４参照）
避難勧告、要援護者等の古い呼称を変更

169

第１　避難誘導
［避難指示の実施（災害対策基本法第60条）］
イ　伝達内容　①勧告者　（略）

第１　避難誘導
［避難指示の実施（災害対策基本法第60条）］
イ　伝達内容　①発令者　（略）

避難情報の呼称の変更（「避難勧告」の廃止を受けた変更）

171

第２　指定避難所
(1)指定避難所の開設
　市は、指定避難所の開設が必要と判断される場合、予め指定避難所に指定してい
る施設の管理者及び避難所担当員に指定避難所の開設を要請し、施設管理者等は自
主防災組織等の協力を得て指定避難所を開設する。また、市は指定避難所を開設し
たことを関係市民に周知徹底する。さらに、必要があれば予め指定された施設以外
の市公共施設についても災害に対する安全性を確認の上、指定避難所として開設す
る。なお、感染症等の対策として、避難者が特定の場所に集中することを避けるた
め、必要に応じて複数の避難所を同時に開設することも検討する。
【追加】

第２　指定避難所
(1)指定避難所の開設
　市は、指定避難所の開設が必要と判断される場合、予め指定避難所に指定してい
る施設の管理者及び避難所担当員に指定避難所の開設を要請し、施設管理者等は自
主防災組織等の協力を得て指定避難所を開設する。また、市は指定避難所を開設し
たことを関係市民に周知徹底する。さらに、必要があれば予め指定された施設以外
の市公共施設についても災害に対する安全性を確認の上、指定避難所として開設す
る。なお、感染症等の対策として、避難者が特定の場所に集中することを避けるた
め、必要に応じて複数の避難所を同時に開設することも検討する。避難所を開設し
た場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等とと
もに、当該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを都道府県に報告す
る。

国の計画修正を反映

172

(2)指定避難所の運営

（略）
また、プライバシーの確保、要配慮者等のニーズや、性別および性的指向・ジェン
ダーアイデンティティによるニーズの違い等配慮する。

(2)指定避難所の運営

（略）
また、プライバシーの確保、要配慮者等のニーズや、性別および性的指向・ジェン
ダーアイデンティティ、家庭動物の飼育の有無によるニーズの違い等配慮する。

県の計画修正を反映

172-173

［指定避難所の生活環境維持要領］
エ プライバシー保護
(ｱ) 間仕切りの導入
　避難生活の長期化に対応して、避難者の世帯間を仕切るためのパネル等を導入す
る等、避難者のプライバシー確保に努める。
　(ｲ)　（略）
オ　女性や子育て家庭のニーズに対応した避難所運営
　女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、指定緊急避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズ
に配慮した指定緊急避難場所の運営に努める。
カ　（略）

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

［指定避難所の生活環境維持要領］
エ プライバシー保護
  (ｱ) 間仕切り等の導入
　市は、避難所開設当初からプライバシー確保のためパーティション等の設置に努
める。
　(ｲ)　（略）
オ　女性や子育て家庭のニーズに対応した避難所運営
　女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮
した指定避難所の運営に努める。
カ　（略）

キ  子ども・若者の居場所の確保
　キッズスペースや学習スペースの設置など、子育て家庭、子ども・若者のニーズ
に 配慮した避難所の運営に努める。
ク  栄養バランスのとれた適温の食事の提供
　炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料の確保に努める。
ケ  トイレ・入浴施設対策
　快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等を
把 握し、必要な対策に努める。
コ  避難者の健康管理
　医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要
性、ごみの処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗
濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置に努め
る。
サ   家庭動物と同行避難した被災者の受入れ
　各避難所運営管理者は、避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切
に受け入れるとともに、家庭動物の受け入れ状況の把握に努める。

・国・県の計画修正を反映
・誤記の訂正

174

第３　応急仮設住宅等
［仮設住宅等入居のフロー］
※大津市住宅課

第３　応急仮設住宅等
［仮設住宅等入居のフロー］
※大津市住宅政策課

課名変更の反映

176

(4)広域一時滞在
　災害発生後、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況か
ら、他の市町村への広域的な避難および応急仮設住宅等への収容が必要であると判
断した場合、県内の他の市町村への受入れについては直接協議し、県外の市町村へ
の受入れについては県へ協力を求める。
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応ができない
事態又は、市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場
合も想定されるため、国及び関係機関との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の
協議の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくものとする。
　また、他の市町村からの避難者を受け入れられることができる施設等を予め決定
しておくよう努めることとし、他の市町村や県から避難者の受け入れを打診された
ときは、可能な限り公共施設を提供するものとする。
【新設】

(4)広域一時滞在
　災害発生後、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等の状況か
ら、他の市町村への広域的な避難および応急仮設住宅等への収容が必要であると判
断した場合、県内の他の市町村への受入れについては直接協議し、県外の市町村へ
の受入れについては県へ協力を求める。
　大規模災害時には、従来の地方公共団体間の応援のみでは十分な対応ができない
事態又は、市の指揮命令系統が失われ、事務の全部又は大部分が実施不能となる場
合も想定されるため、国及び関係機関との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の
協議の代行が実施できるよう必要な準備を整えておくものとする。
　また、他の市町村からの避難者を受け入れられることができる施設等を予め決定
しておくよう努めることとし、他の市町村や県から避難者の受入れを打診されたと
きは、可能な限り公共施設を提供するものとする。
　受入れ先市町との間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。
また、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものとする。

国・県の計画修正を反映

177

第４　要配慮者への配慮
(2)避難行動要支援者の避難対策
［避難行動要支援者の避難要領］
カ　日本語の理解が困難な外国人
　　産業観光部は、様々な媒体により避難指示等を伝達するほか、ボランティア等
の協力により外国語による広報活動を行う。

第４　要配慮者への配慮
(2)避難行動要支援者の避難対策
［避難行動要支援者の避難要領］
カ　日本語の理解が困難な外国人
　　政策調整部は、様々な媒体により避難指示等を伝達するほか、ボランティア等
の協力により外国語による広報活動を行う。

多文化共生・国際室の新設によるもの

180

(9)外国人対策
＜産業観光部＞
　（略）
［外国人への情報提供］
ア　産業観光部は、国際親善協会等の協力を得て、多言語による相談窓口、電話相
談等を行うとともに、外国語による広報紙の配布等を行う。
イ　産業観光部は、外国人支援団体等と連携することにより、日本語の理解が困難
な外国人に確実に情報が伝達されるよう配慮する。

(9)外国人対策
＜政策調整部＞
　（略）
［外国人への情報提供］
ア　政策調整部は、国際親善協会等の協力を得て、多言語による相談窓口、電話相
談等を行うとともに、外国語による広報紙の配布等を行う。
イ　政策調整部は、外国人支援団体等と連携することにより、日本語の理解が困難
な外国人に確実に情報が伝達されるよう配慮する。

多文化共生・国際室の新設によるもの

184

［供給生活必需品一覧］
ケ 衛生用品 マスク、アルコール消毒液、紙おむつ、生理用品等

【新設】

［供給生活必需品一覧］
ケ　 衛生用品 マスク、アルコール消毒液、紙おむつ、生理用品、トイレットペー
パー等
コ　プライバシー確保のための物品　　　パーティション等

国・県の計画修正を反映

186

【新設】 (3)生活用水の確保
＜総務部＞
　総務部は、浄水器等の資機材によるプール水等のろ過により、指定避難所等で生
活する避難者の生活用水を確保する。

ろ過装置の購入による追記

189
第２　動物収容保護活動
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第２条

第２　動物収容保護活動
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第３条 令和元年の改正を反映

　　　第８節　防疫、動物、保健衛生、遺体対応に関する活動

　　　第５節　避難者の受入れ

　　　第７節 食料・生活必需品の調達、応急給水活動

10/16



令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 震災対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

193

第３　保健衛生
(4)仮設便所、し尿処理対策
（略）
　これらの対策の実施にあたっては、被災者１人あたり１．４リットル／日のし尿
が排泄されることを想定する。

第３　保健衛生
(4)仮設トイレ、し尿処理対策
（略）
　これらの対策の実施にあたっては、被災者１人あたり２．５リットル／日のし尿
が排泄されることを想定する。

発災時のし尿等の収集運搬に係る相互支援に関する手引きを
引用（令和６年３月　県・近畿地方環境事務所）

193

［仮設便所の設置要領］
ウ　仮設便所の設置
(ｲ) 初動対応として、250人あたり１基の割合で、備蓄している仮設便所で対応す
る。最終的には、100人あたり１基の割合で設置するが、備蓄数で不足する場合に
は、業者や近隣自治体から調達した仮設便所を充てる。

［仮設トイレの設置要領］
ウ　仮設トイレの設置
(ｲ) 初動対応として、50人あたり１基の割合で、備蓄している仮設トイレで対応す
る。最終的には、20人あたり１基の割合で設置するが、備蓄数で不足する場合に
は、業者や近隣自治体から調達した仮設トイレや簡易トイレを充てる。

・国のガイドラインを反映
・表現の修正

200 西日本高速道路㈱茨木栗東管理事務所　072-622-4887 西日本高速道路（株）関西支社滋賀高速道路事務所　552-2284 所掌変更のため

221

(3)様々な避難者への広報
＜健康保険部、福祉部、産業観光部、教育委員会＞
　関係部局及び防災関係機関は、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅避難
者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等、生活環境や居住環境が
多様であることを考慮した広報活動に努める。

(3)様々な避難者への広報
＜政策調整部、健康福祉部、こども未来部、教育委員会＞
　関係部局及び防災関係機関は、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅避難
者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等、生活環境や居住環境が
多様であることを考慮した広報活動に努める。

多文化共生・国際室の新設によるもの

224

(6)その他の応急措置
被災地において教育施設の確保が難しい場合、教育委員会は、他の自治体に対し
て、転入学の受入要請を行う。また、卒業、入学試験、就職活動に関しても可能な
限り援助を行う。
【新設】

(6)その他の応急措置
ア　被災地において教育施設の確保が難しい場合、教育委員会は、他の自治体に対
して、転入学の受入要請を行う。また、卒業、入学試験、就職活動に関しても可能
な限り援助を行う。
イ　他市において大規模災害が発生した場合に、被災した学校を支援し子どもたち
の学びを速やかに確保するため、必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ
－ＥＳＴ）を活用し、応援教職員等の派遣を検討するものとする。

国・県の計画修正を反映

229

第１ 災害復旧・復興の基本方針の決定
(1)復旧・復興の基本方針の決定
　発災後、できる限り早い時期において、災害に強いまちづくりに向けた復旧・復
興の基本方針を定める。その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる
場・組織に女性の参画を促進する。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者の参画を
促進する。

第１ 災害復旧・復興の基本方針の決定
(1)復旧・復興の基本方針の決定
　発災後、できる限り早い時期において、災害に強いまちづくりに向けた復旧・復
興の基本方針を定める。その際、多様な視点を確保する観点から、復旧・復興のあ
らゆる場・組織に女性、子育て家庭、障害者や高齢者等の要配慮者の参画を促進す
る。

県の計画修正を反映

243

(4)被災者支援等の弾力的対応

12　居住家屋の半壊以上　使用料の減免　（略）
13　不慮の災害により生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたとき　（略）
14　不慮の災害（震災・風水害・火災等）　（略）
15　災害で家屋が全壊する等　　（略）
16　災害で経営に支障を生ずる　（略）

(4)被災者支援等の弾力的対応

12　居住家屋の半壊以上　障害者福祉施設使用料の減免　（略）
13　不慮の災害により生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたとき　（略）
14　不慮の災害（震災・風水害・火災等）　（略）
15　災害で家屋が全壊する等　国民健康保険料減免制度　（略）
16　災害で家屋が全壊する等　後期高齢者医療保険料減免制度　（略）
17　災害で経営に支障を生ずる　（略）

・使用料について、具体的な表記に修正
・後期高齢者医療制度においても保険料・一部負担金の免
除・減免制度が存在するため、追記

247

【新設】 　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第
92号）第３条第１項の規定に基づき南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された
地域に係る都道府県及び市町村の地方防災会議は、同法第５条の規定に基づいて、
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助
に関する事項等について、地域防災計画に「南海トラフ地震防災対策推進計画」
（以下「推進計画」という。）を定めるように努めなければならないこととされて
いる。
　本市は推進地域に指定された（平成26年３月31日内閣府告示第21号）ことから推
進計画を策定し、地震防災対策の推進を図ることにより、市民の生命、身体、財産
と暮らしを守ることとする。
　なお、推進計画策定に当たっては以下の項目について定めることとし、それぞれ
震災対策編の災害予防計画、災害応急対策計画にその具体策を定めた。

国・県の計画修正を受け、「第１章　総則　第８節　南海ト
ラフ地震防災推進計画」を加筆・修正し、章として独立

以下、同じ

247

【新設】 　本市の地域特性を踏まえた上で、「命を守る」対策と、「命をつなぐ」対策につ
いて、重点的に取り組むものは、地震被害想定調査において、水害等との複合災害
も併せて検討したのち課題を抽出するともに、それに対応する次期減災目標をとり
まとめ、重点施策を設定していくこととする。

同上

247
【新設】 　「第２章　災害予防計画　第１節　災害に強いまちづくり」に定めるところによ

る。
同上

248

【新設】 第１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合
(1)　南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等
　「第３章　災害応急対策計画　第２節　情報の収集・連絡及び通信の確保」、
「第３章　災害応急対策計画　第11節　被災者等への情報提供」に定めるところに
よる。

同上

248-250

【新設】 第２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合
(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達、災害警戒本部等の設置等
　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、管轄区域内の地
域住民等並びに関係機関に対し、情報が正確かつ広範に伝達されるようにする必要
がある。
　情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は、「第３章　災害応急対
策計画　第２節　情報の収集・連絡及び通信の確保」に定めるところによる。

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知
　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する情報、ライフ
ラインに関する情報、生活関連情報等の地域住民等に密接に関係のある事項につい
て周知するものとする。
　その体制及び周知方法については「第３章　災害応急対策計画　第11節　被災者
等への情報提供」に定めるところによる。

(3) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の災害応急対策の
実施状況等に関する情報の収集・伝達等
　市は、災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）等が発表された後の諸般の状況を具体的に把握するための末端からの各種の情
報の収集体制を整備するものとする。
　その収集体制は、「第３章　災害応急対策計画　第２節　情報の収集・連絡及び
通信の確保」に定めるところによる。

同上

　　　第１節　総則

　　　第10節　施設、設備の応急復旧活動

　　　第11節　被災者等への情報提供

　　　第14節　応急教育活動

　　　第１節 災害復旧・復興計画の作成

　　　第４節　被災者等の生活再建等の支援

　　第５章　　第５章　南海トラフ地震防災対策推進計画

　　　第４章　　災害復旧・復興計画

　　　第３節　地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項

　　　第４節　時間差発生等における円滑な避難の確保等

　　　第２節　重点施策に関する事項
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。 震災対策編

※　「資料編　19その他（3）協定書等［滋賀県］」は資料編に記載ないため、本文中からすべて削除

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

資料３

(4) 災害応急対策をとるべき期間等
　市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード
8.0以上の地震の発生から１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周
辺で速報的に解析されたマグニチュード6.8程度以上の地震が発生、またはプレー
ト境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した後に発生する可能性が平常
時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対して
警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して
注意する措置をとるものとする。

(5) 避難対策等
① 地域住民等の避難行動等
　市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、
地域住民等に対し、「日頃からの地震への備え」を再確認するとともに、すぐに逃
げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など「特別な備え」を実施し、日常生
活を行いつつ、一定期間、できるだけ安全な防災行動をとることを呼びかける。

○「日頃からの地震への備え」の例
・家具等の固定の確認
・避難場所・避難経路の確認
・家族などとの安否確認手段の確認
・家庭における備蓄、非常持出品の確認 など

○「特別な備え」の例
・高いところに物を置かない
・屋内のできるだけ安全な場所で生活
・すぐ避難できる準備（非常持出品等）
・危険なところにできるだけ近づかない など

② 避難所の運営
　市における避難所の運営について、「第３章　災害応急対策計画　第５節　避難
者の受入れ　第２　指定避難所」に定めるところによる。

(6) 上下水道、電気、ガス、通信、放送関係
　上下水道、電気、ガス、通信の体制については、「第３章　災害応急対策計画
第10節　施設、設備の応急復旧活動」に定めるところによる。
　放送関係の体制については、「第３章　災害応急対策計画　第11節　被災者等へ
の情報提供」に定めるところによる。

(7)交通
①道路
　市は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が
発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。

②鉄道
　鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合安
全性に留意しつつ、運行するために必要な対応を行うものとする。
　また、鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表される
前の段階から、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運
行規制等の情報についてあらかじめ情報提供を行うものとする。

(8) 市自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策
① 不特定かつ多数の者が出入りする施設
　市が管理する道路、河川、庁舎、学校、その他公共施設等の管理上の措置および
体制はおおむね次のとおりとする。

ア 各施設に共通する事項
・ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達
・ 入場者等の安全確保のための退避等の措置
・ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置
・ 出火防止措置
・ 水、食料等の備蓄
・ 消防用設備の点検、整備
・ 非常用発電装置の整備、非常用通信手段の確保、防災行政無線、テレビ、ラジ
オなど情報を入手するための機器の整備
・ 各施設における緊急点検、巡視

イ 個別事項
・ 橋梁、トンネルおよび法面等に関する道路管理上の措置
・ 学校等にあっては、児童生徒等に対する保護
・ 社会福祉施設にあっては、入所者等の保護および保護者への引き継ぎ

② 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置
　災害対策本部が設置される庁舎等の管理者は、①のアに掲げる措置をとるほか、
次に掲げる措置をとるものとする。
・ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達
・ 入場者等の安全確保のための退避等の措置
・ 施設の防災点検および設備、備品等の転倒、落下防止措置

③ 工事中の建築物等に対する措置
　施設管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に
おける工事中の建築物その他の工作物または施設について安全確保上実施すべき措
置を講じるものとする。

(9) 滞留旅客等に対する措置
　市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞
留旅客等の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定めるものとす
る。

251-252

【新設】 第３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合
(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達、災害警戒本部等の設置
　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合、管轄区域内の地
域住民等並びに関係機関に対し、情報が正確かつ広範に伝達されるようにする必要
がある。
　情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は、「第３章　災害応急対
策計画　第２節　情報の収集・連絡及び通信の確保」に定めるところによる。

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知
　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関する情報、ライフ
ラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係のある事項につい
て周知するものとする。
　その体制および周知方法については、「第３章　災害応急対策計画　第11節　被
災者等への情報提供」に定めるところによる。

(3) 災害応急対策をとるべき期間等
　市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてマグニチュード
7.0以上マグニチュード8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側
50km 程度までの範囲でマグニチュード7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの
沈み込みに伴う震源が深い地震は除）が発生するケースの場合は１週間、南海トラ
フ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測され
たケースの場合は、プレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まっ
てから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に
対して注意する措置をとるものとする。

同上

(4) 市のとるべき措置
　市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合において、
地域住民等に対し、「日頃からの地震への備え」を再確認するとともに、すぐに逃
げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など「特別な備え」を実施し、日常生
活を行いつつ、一定期間、できるだけ安全な防災行動をとることを呼びかけるもの
とする。

○「日頃からの地震への備え」の例
・家具等の固定の確認
・避難場所・避難経路の確認
・家族などとの安否確認手段の確認
・家庭における備蓄、非常持出品の確認 など

○「特別な備え」の例
・高いところに物を置かない
・屋内のできるだけ安全な場所で生活
・すぐ避難できる準備（非常持出品等）
・危険なところにできるだけ近づかない など
市は、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。
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252

【新設】 第４ その他後発地震による災害拡大防止対策
(1) 施設・設備などの点検
　市、企業などは、各施設の管理計画などにおいて点検、巡視の実施必要箇所およ
び体制を事前に明示し、臨時情報発表時には情報収集・連絡体制の確認および施
設・設備などの点検を実施する。

(2) 危険地域からの避難
　市等は、後発地震により土砂災害の発生が懸念される地域等について、数日間に
限っての避難の実施を検討する。
　数日間避難した後、地震が発生しない場合には、原則として最大限の警戒を呼び
かけたうえで避難の解除を行う等、避難解除時期について具体的な計画を作成する
ものとする。
　また、このために必要な整備を行うものとし、その整備にあたっては、平常時か
ら活用できる施設とするよう配慮するものとする。

(3) 広域応援
　広域応援については、「第３章　災害応急対策計画　第１節　活動体制の確立
第２　広域的な応援協力体制」に定めるものによる。

(4) 応急危険度判定の迅速化
　市は、余震等による二次災害を未然防止するため、建築物や宅地の応急危険度判
定を早急に実施するとともに、最初の判定の結果、危険または要注意でなかった場
合であっても、建築物や宅地は脆弱になっており、後発の地震による倒壊や損壊の
危険を周知するものとする。また、応急危険度判定の結果、危険な建築物や崖地等
と判断されたところへの立入禁止を強く呼びかけるものとする。
　なお、具体的な実施方法等については、「第３章　災害応急対策計画　第12節
地震による二次災害の防止活動」に準じる。

同上

253
【新設】 　防災訓練に関する事項については、「第２章　災害予防計画　第２節　災害応急

対策、災害復旧・復興への備え　第14　防災訓練の実施」、「第２章　災害予防計
画　第３節　市民の防災活動　第１　防災知識の普及」に定めるところによる。

同上

253
【新設】 　地震防災上必要な教育および広報に関する事項については、「第２章　災害予防

計画　第３節　市民の防災活動　第１　防災知識の普及」に定めるところによる。
同上

全編 ソーシャル・ネットワーキング・サービス SNS 軽微な修正
全編 LINE@ LINE 軽微な修正
全編 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス) SNS 軽微な修正

33 引用元の情報更新

33
大津市内の大規模小売り店舗（平成24年3月現在）
大津市内に39箇所

大津市内の大規模小売り店舗（令和３年６月現在）
大津市内に26箇所

引用元の情報更新

34 びわ湖毎日マラソン びわ湖マラソン 大会名称変更による修正

35 引用元の情報更新

　　　第４章　参考データ

　　　帰宅困難者対策計画

　　　第５節　防災訓練に関する事項

　　　第６節　地震防災上必要な教育および広報に関する事項
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

大規模事故対策編

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。

頁 修　正　前 修　　正　　理　　由

全編
福祉部
健康保険部

健康福祉部、こども未来部、こども未来部こども総合支援局、健康福祉部・こども
未来部

機構改革に伴う修正（4区分にて修正）

全編 健康保険部（保健所） 健康福祉部（保健所） 機構改革に伴う修正

13

第２　災害応急活動体制の整備
ア　マニュアルの整備
　【新設】
　

　防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、林野火災時の応急活動マニュアルを作
成して職員に災害時の活動内容等を周知させる。
イ　防災関係機関相互の連携体制
　防災関係機関は、林野火災の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係
機関と相互応援協定を結ぶ等、平常時より連携を強化しておく。
　【新設】

第２　災害応急活動体制の整備
ア　マニュアル等の整備
　消防局は、林野火災を想定した火災防ぎょ要領のほか、強風下の林野火災を想定
した飛び火警戒要領等の策定等を行い、効果的な消火活動体制を整備するものとす
る。
　防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、林野火災時の応急活動マニュアルを作
成して職員に災害時の活動内容等を周知させる。
イ　防災関係機関相互の連携体制
　防災関係機関は、林野火災の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係
機関と相互応援協定を結ぶ等、平常時より連携を強化しておく。
ウ　山間地での活動体制の整備
　水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、消防局は、自然水利の利用や
消防用水の確保が可能な車両等、林野内への送水や放水を可能にする資機材の充実
強化を図る。

国・県の計画修正を反映

13 第３　防災訓練の実施
　　　　　　　　　　＜総務部、森林組合等、防災関係機関＞

第３　防災訓練の実施
　　　　　　　　　　＜総務部、消防局、森林組合等、防災関係機関＞

県の計画修正を反映

13-14

第４　消防機関による対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜消防局、滋賀県＞
　林野火災対策として、予防広報、防火パトロール、監視態勢の強化並びに広報板
の設置、喫煙場所標識の設置等の施設整備を行う。
ア　予防広報
（略）
ウ　監視態勢
　林野火災多発地域を重点に火災の早期発見のため、状況に応じて防災ヘリコプ
ターを要請し上空からの監視や高所監視カメラから送られた映像を監視する。
【新設】

【新設】

第４　出火に対する警戒
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜産業観光部、消防局、滋賀県＞
　林野火災対策として、予防広報、防火パトロール、監視態勢の強化並びに広報板
の設置、喫煙場所標識の設置等の施設整備を行う。
ア　予防広報
（略）
ウ　監視態勢
林野火災多発地域を重点に火災の早期発見のため、状況に応じて防災ヘリコプター
を要請し上空からの監視や高所監視カメラから送られた映像を監視する。
エ　火入れ作業等に関する措置
　市は、火入れをしようとする者に対し、許可申請の徹底に取り組むとともに、延
焼防止のための人員配置、防火線の配置等について指示を行う。また、許可した火
入れの情報を消防機関に共有するものとする。
オ　警戒情報等の発表
　市は、乾燥や強風等の気象情報に応じて的確に火災に関する警戒情報等を発表す
るものとする。

国・県の計画修正を反映

14

第５　消防施設等の整備
　　　　　　　　　　　　　　　＜都市計画部、建設部、消防局＞
　林野火災の防ぎょ活動をより効率化するため、資機材の導入を積極的に図るとと
もに、それらを有効に活用するための施設を整備していく。

 ア　活用資機材の整備
イ　林野火災用水利の整備
ウ　ヘリコプター活用拠点の整備

第５　消防施設等の整備
　　　　　　　　　　＜都市計画部、建設部、消防局、滋賀県＞
　市は、林野火災の未然防止と被害の軽減及び防ぎょ・消火活動の効率化を図るた
め、資機材とそれらを有効に活用するための施設の整備に努める。
ア　活用資機材の整備
イ　林野火災用水利の整備
ウ　空中消火のための活動拠点や資機材の整備
エ　啓発用資機材の整備（標識板や立看板など、防火思想の普及のためのもの）

・国・県の計画修正を反映
・記載の統一（空中消火については、滋賀県防災ヘリコプ
ターに出動要請して対応するため、滋賀県を担当機関に追
加）

14

第６　意識啓発
　市は、県等と一体となって、野外でのたき火、たばこの火の始末等火気の取扱い
における認識を深め、林野火災をなくすため、特に空気が乾燥し、林野火災の多発
する３月から５月にかけて、山火事予防運動を実施する。
　また、山火事予防の横断幕の設置、ポスター等の配布などの普及・啓発活動を行
い、林野火災予防の協力を呼びかける。

第６　意識啓発
　市は、県等と一体となって、野外でのたき火、たばこの火の始末等火気の取扱い
における認識を深め、林野火災をなくすため、特に空気が乾燥し、林野火災の多発
する３月から５月にかけて、山火事予防運動を実施する。
　また、林野火災に対する県民の防火意識の高揚を図ることを目的とし、山火事予
防運動等の機会をとらえ、横断幕やポスター、SNS 等の各種媒体を活用し、火の取
り扱いや不始末による出火の危険性を周知し、林野火災の防止における啓発に努め
ることとする。なお、啓発にあたっては、火災多発期や休日前に重点的に行うなど
林野火災の発生傾向にも十分留意するものとする。

国・県の計画修正を反映

15

　林野火災の防ぎょにあっては、迅速な出動による早期注水態勢を執る。 　林野火災の防ぎょにあっては、必要に応じ無人航空機や熱源探査装置を活用する
等、夜間も含め刻々と変化する火災の状況および被害状況を把握するとともに、人
命救助および住家等への延焼防止を最優先とし、迅速な出動による早期注水態勢を
執る。
　なお、消火活動にあたっては、滑落や落石、また、火煙に囲まれる危険性等、山
間地特有の安全管理を徹底するものとする。

国・県の計画修正を反映

16

第６　残火の警戒
　現場最高指揮者は、消火方法、風速、可燃物の種類、腐葉土のたい積状況等を考
慮し、再燃出火の危険があると判断した場合は、警戒員を待機させるなど残火の警
戒を行う。

第６　残火の警戒
　現場最高指揮者は、消火方法、風速、可燃物の種類、腐葉土のたい積状況等を考
慮し、再燃出火の危険があると判断した場合は、警戒員を待機させるなど残火の警
戒を行う。空中からの熱源探査も活用し、確実な鎮火を行う。

国・県の計画修正を反映

　　　第１節　災害予防対策

　　　第３節　防ぎょ活動

　　　第10章　　災害復旧・復興計画

　　　第７章　　湖上事故災害対策計画

　　　第８章　　鉄道事故災害対策計画

　　　第９章　　道路事故災害対策計画

　　　第４章　　危険物等事故災害対策計画

　　　第５章　　毒物・劇物事故災害対策計画

　　　第６章　　航空機事故災害対策計画

資料３

　　　第1章　　事故災害活動体制の充実

　　　第2章　　大規模火災事故対策編

　　　第3章　　林野火災対策計画

修　 正　後　（案）

　＜大規模事故対策編＞

　　　目次
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

原子力災害対策編

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

全編
福祉部
健康保険部

健康福祉部、こども未来部、こども未来部こども総合支援局、健康福祉部・こども
未来部 機構改革に伴う修正（4区分にて修正）

全編 健康保険部（保健所） 健康福祉部（保健所） 機構改革に伴う修正

全編 西日本電信電話㈱ NTT西日本㈱ 社名変更を反映した修正

全編 水資源機構　琵琶湖開発総合管理所 水資源機構　琵琶湖総合管理所 組織名変更に伴う修正

1

第１　計画の目的
　この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定及び原子力災
害対策特別措置法に基づき、（略）

第１　計画の目的
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定及び原子力災害
対策特別措置法（以下、「原災法」という。）に基づき、（略） 文中で使用されている「原災法」について定義

5

第１　大津市の地域特性等
(2)気象
　福井県の嶺南地方では地形の影響などによって南北の風が卓越して吹く。敦賀発
電所に近い敦賀特別地域気象観測所の風観測統計では、年間を通して南南東から南
の風が最も多く（約40％）、次いで北から北北西の風が多く（約25％）吹いてい
る。弱い風を除くと季節的な特徴が明瞭で、夏期（６～８月）は南南東の風が約
60％、また、冬期（12～２月）は北から北北西の風が約50％の割合で吹いている。
平均風速は、平均値（1981年～2010年）で4.1m/s 程度である。
　福井県境の滋賀県北部地方にある今津地域気象観測所では、年間を通して北西か
ら西の風が最も多く、とくに冬期は約55％の割合で吹いている。また、長浜地域気
象観測所においても年間を通して北北西から北西の風が最も多く、次いで、東から
東南東の風となる。季節ごとに見ると、夏期を除いては北北西から北西の風が最も
多く、冬期では約30％を占める。夏期は東から東南東の風が約25％と最も多く、北
西の風は10％程度となっている。
（気象庁の観測所データを使用、統計期間は敦賀1988年2月～2013年12月、今津およ
び長浜1978年11月～2013年12月）

第１　大津市の地域特性等
(2)気象
　福井県の嶺南地方では地形の影響などによって南北の風が卓越して吹く。敦賀発
電所に近い敦賀特別地域気象観測所の風観測統計では、年間を通して南南東から南
の風が最も多く（約40％）、次いで北から北北西の風が多く（約25％）吹いてい
る。弱い風を除くと季節的な特徴が明瞭で、夏期（６～８月）は南南東の風が約
60％、また、冬期（12～２月）は北から北北西の風が約50％の割合で吹いている。
平均風速は、平均値（1991年～2020年）で4.1m/s である。
　福井県境の滋賀県北部地方にある今津地域気象観測所では、年間を通して北西か
ら西の風が最も多く、とくに冬期は約55％の割合で吹いている。また、長浜地域気
象観測所においても年間を通して北北西から北西の風が最も多く、次いで、東から
東南東の風となる。季節ごとに見ると、夏期を除いては北北西から北西の風が最も
多く、冬期では約30％を占める。夏期は東から東南東の風が約25％と最も多く、北
西の風は10％程度となっている。
（気象庁の観測所データを使用、統計期間は敦賀1988年2月～2024年12月、今津およ
び長浜1978年11月～2024年12月）

最新情報に更新

11

第３　琵琶湖への影響予測
(1)地表面への沈着
ア　福島第一原発から飯館村までにかけての状況に相当する、放射性セシウムの沈
着量が300万Bq/m2
を超える地域が本市で見られた。
イ　放射性セシウムおよび放射性ヨウ素に限定した結果であるが、沈着した放射性
物質による放射線量が、指針における防護措置基準（早期防護措置：OIL2）に照ら
して、1週間程度内に一時移転する線量に達した地域が本市で見られた。

第３　琵琶湖への影響予測
(1)地表面への沈着
ア　福島第一原発から飯館村までにかけての状況に相当する、放射性セシウムの沈
着量が300万Bq/m2
を超える地域が本市等で見られた。
イ　放射性セシウムおよび放射性ヨウ素に限定した結果であるが、沈着した放射性
物質による放射線量が、指針における防護措置基準（早期防護措置：OIL2）に照ら
して、1週間程度内に一時移転する線量に達した地域が本市等で見られた。

県計画に即した記載に変更（大津市以外にも調査対象があるた
め）

15

第４　滋賀県

モ　関係周辺市およびその他の市町への原子力防災対策に関する助言および協力
ヤ　関係周辺市を除くその他市町への原子力防災対策に関する情報伝達、応援協力
要請等

第４　滋賀県

モ　関係周辺市（高島市、長浜市）およびその他の市町への原子力防災対策に関す
る助言および協力
ヤ　関係周辺市（高島市、長浜市）を除くその他市町への原子力防災対策に関する
情報伝達、応援協力要請等

記載の充実

18

第７　指定地方公共機関

(10)(一社)滋賀県ＬＰガス協会
　（略）

【新設】

第７　指定地方公共機関

(10)(一社)滋賀県ＬＰガス協会
　（略）

(11)滋賀県道路公社
ア　琵琶湖大橋有料道路の整備と防災管理
イ　災害時における琵琶湖大橋有料道路の輸送路の確保
ウ　被災道路施設の復旧

指定地方公共機関への指定を受けた修正
（県の計画修正を反映）

21

　本章は、災害対策基本法および原子力災害対策特別措置法に基づき実施する予防
体制の整備及び原子力災害の事前対策を中心に定めるものである。

　本章は、災害対策基本法および原災法に基づき実施する予防体制の整備及び原子
力災害の事前対策を中心に定めるものである。 表記の統一

34

　本章は、情報収集事態、警戒事態、施設敷地緊急事態の対応及び原子力災害対策
特別措置法第15条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対
策を中心に示したものであるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必要と
認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。

　本章は、情報収集事態、警戒事態、施設敷地緊急事態の対応及び原災法第15条に
基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したも
のであるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、
本章に示した対策に準じて対応するものとする。

表記の統一

3

１　基本的事項
（３）対象地域情報
令和６年１０月１日

１　基本的事項
（３）対象地域情報
令和７年３月３１日

最新情報に更新

8

３　屋内施設
避難対象地域内の市有公共施設一覧

（略）

３　屋内施設
避難対象地域内の市有公共施設一覧

（略）

誤記の訂正・最新情報に更新

14

４　一時移転
指定避難所一覧（福は福祉避難所、高は高島市の広域避難所を指す。）

（略）

４　一時移転
指定避難所一覧（福は福祉避難所、高は高島市の広域避難所を指す。）

（略）

誤記の訂正

23

５　避難に関する情報伝達

各支所や広報車・防災行政無線
同報系（旧志賀町域）等

５　避難に関する情報伝達

各支所や広報車・防災行政無線等 停波しているため、削除

24

６　要配慮者への対応
（1）高齢者福祉関連施設
　安全な地域の高齢者福祉関連施設への移動入所対応を前提として、各施設管理者
が定める避難計画と連携して対応する。
（略）

６　要配慮者への対応
（1）高齢者福祉関連施設
　安全な地域の高齢者福祉関連施設への移動入所対応を前提として、各施設管理者
が定める避難計画と連携して対応する。
（略）

最新情報に更新

　　　大津市原子力災害避難計画

　　　第１節　基本的事項

　　　第４節　計画の基礎とするべき災害の想定等

　　　第６節　防災関係機関の事務または業務の大綱

　　　第４章　　原子力災害中長期対策

資料３

　＜原子力災害対策編＞

　　　第１章　　総則

　　　第２章　　原子力災害事前対策

　　　第３章　　緊急事態応急対策
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令和７年度　大津市地域防災計画等修正案（新旧対照表）

水防計画

※　資料編及び資料編に基づく本編修正は除く。

頁 修　正　前 修　 正　後　（案） 修　　正　　理　　由

全編
福祉部
健康保険部

健康福祉部 機構改革に伴う修正

全編 西日本電信電話㈱ NTT西日本㈱ 社名変更を反映した修正

全編 水資源機構　琵琶湖開発総合管理所 水資源機構　琵琶湖総合管理所 組織名変更に伴う修正

7 ［防災計画の災害体制］
注意報発令
警報発令

［防災計画の災害体制］
注意報発表
警報発表

軽微な修正

13

　水防法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣と
気象庁長官もしくは水防法第11条第1項及び気象業務法第14条の2第3項の規定に基づ
き知事と気象庁長官は、次の河川について洪水予報を行い、氾濫注意情報（洪水注
意報）、氾濫警戒情報（洪水警報）、氾濫危険情報（洪水警報）、氾濫発生情報
（洪水警報）を水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求
めて、一般に周知する。

　水防法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣と
気象庁長官もしくは水防法第11条第1項及び気象業務法第14条の2第3項の規定に基づ
き知事と気象庁長官は、次の河川について洪水予報を行い、直ちにその事項を水防
管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知す
る。 滋賀県水防計画の記載にあわせるもの

13

(1) 知事及び彦根地方気象台より発表される洪水予報
イ　洪水予報の種類と基準
洪水予報の種類は、氾濫注意情報（洪水注意報）、氾濫警戒情報（洪水警報）、氾
濫危険情報（洪水警報）、氾濫発生情報の４種類で、琵琶湖の５点平均水位（片
山、彦根、三保ヶ崎、堅田、大溝の算術平均値）を対象基準として発表を行う。

○氾濫注意情報は、基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに
水位の上昇が予想されるときに発表する。
○氾濫警戒情報は、基準地点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）を超える洪水
となることが予想されるとき、又は、避難判断水位に到達し、さらに水位が上昇す
ると予想されるときに発表する。

○氾濫危険情報は、基準地点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達したと
きに発表する。
○氾濫発生情報は、琵琶湖で氾濫が発生したときに発表する。
【新設】

【新設】

(1) 知事及び彦根地方気象台より発表される洪水予報
イ　洪水予報の種類と基準
洪水予報の種類は、氾濫注意情報（洪水注意報）、氾濫警戒情報（洪水警報）、氾
濫危険情報（洪水警報）、氾濫発生情報、氾濫注意情報解除（警戒情報解除）、氾
濫注意情報解除の６種類で、琵琶湖の５点平均水位（片山、彦根、三保ヶ崎、堅
田、大溝の算術平均値）を対象基準として発表を行う。
○氾濫注意情報は、基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに
水位の上昇が予想されるときに発表する。
○氾濫警戒情報は、基準地点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）を超える洪水
となることが予想されるとき、又は、避難判断水位に到達し、さらに水位が上昇す
ると予想されるときに発表する。
○氾濫危険情報は、基準地点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達したと
きに発表する。
○氾濫発生情報は、琵琶湖で氾濫が発生したときに発表する。
○氾濫注意情報（警戒情報解除）は、氾濫危険情報または氾濫警戒情報を発表中
に、基準地点の水位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位を下回った場合
を除く）、または、氾濫警戒情報を発表中に、基準水位観測所の水位の上昇が見込
まれなくなったとき（氾濫危険水位に達したときを除く）に発表する。
○氾濫注意情報解除は、氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意
情報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれが
なくなったときに発表する。

滋賀県水防計画の記載にあわせるもの

20 　水防法第１３条の規定に基づき国土交通大臣、知事は次の河川について、避難判
断水位（氾濫注意水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべ
き水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、水防管理者に通知すると
ともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知する。

　水防法第１３条の規定に基づき国土交通大臣、知事は次の河川について、特別警
戒水位（避難判断水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、水防管理
者及び量水標管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、
一般に周知する。 滋賀県水防計画の記載にあわせるもの

22 災害時要援護者関連施設 要配慮者利用施設 用語の修正

資料３

　　　第９章　　危険情報の提供（洪水ハザードマップの作成）

　　　第２章　　水防体制

　　　第３章　　水防活動

　　　第４章　　水防協力団体

　　　第５章　　観測、通報等

　＜水防計画＞

　　　第１章　　総則

　　　第６章　　水防倉庫・資機材と費用負担

　　　第７章　　住民の水防活動と関係機関への支援要請

　　　第８章　　水防訓練と水防活動報告

　　　第２節　水防非常配備

　　　第３節　洪水予報

　　　第５節　水位情報の通知（水位周知河川）

　　　第６節　市民への伝達

16/16



別紙１ 風水害等対策編p153

修正前 修正後（案）

　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

必要に応じて避難場所・避難所へ

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

広報車、テレビ、ラジオ
支所から地元連絡等（注１）

※地域ぐるみで決定されることもある

〔風水害〕

避難要領《勤務時間内》

気象の注意報・警報発表・土砂災害警戒情報発表

気象及び災害発生情報の入手
（気象、河川水位、冠水、土砂災害指標等）

このままで推移すると災害発生の
おそれ有り、避難者有り

高齢者等避難

災害発生のおそれ有り、避難者伴う

避難指示

自主避難（避難所開設申込も含む）

災害発生のおそれ有り、避難者伴う

二次災害に備えた避難情報発令
※災害の緊迫度に応じたレベル

避難誘導の広報 支所長へ住民対応を要請 避難所施設管理者へ開設要請

避難所の開設

避難対象地域の住民



別紙２ 風水害等対策編p154

修正前 修正後（案）
　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

広報車、テレビ、ラジオ、支所から地元連絡等（注１）

☆支所長及び施設関係者の非常時の連絡体制、

避難所開設を踏まえた平素からの対応

☆支所長及び支所関係者の非常時の地元連絡体制、

避難所開設を踏まえた早期参集

〔風水害〕

避難要領《勤務時間外》

突然の集中豪雨等で災害発生後の気象警報発表・土砂災害警戒情報発表

気象及び災害発生情報の入手

（気象、河川水位、冠水、土砂災害指標等）

支所長へ避難所開設対応を要請

避難対象地域の住民

多数の床上浸水 土砂災害発生

自主避難（避難所開設の申入、地域ぐるみの避難）

避難所施設管理者へ開設要請

避難所の開設

職員の参集

二次災害懸念も含めて緊急避難の必要性有り

二次災害も含めて避難情報発令

避難誘導の広報

(注１)



別紙３ 震災対策編p165

修正前 修正後（案）
　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

必要に応じて避難場所・避難所へ

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

一時的避難広場の役割

大火災で一時的に集合及び
退避を伴うとき

広報車、テレビ、ラジオ
支所から地元連絡等

※地域ぐるみで決定されることもある

〔地震〕 ・・・大事故も含む
避難要領《勤務時間内》

大地震の発生

余震が続く

住宅の倒壊 大火災の発生

自主避難（避難所開設申込も含む）

災害発生のおそれ有り、避難者伴う

避難誘導の広報 支所長へ住民対応を要請 避難所施設管理者へ開設要請

避難場所、広域避難場所へ避難所の開設

避難対象地域の住民

二次災害に備えた避難情報発令
※災害の緊迫度に合わせたレベル



別紙４ 震災対策編ｐ166

修正前 修正後（案）
　時間的経緯

　行政の導線

　市民自主避難の導線

（注）周知徹底、要配慮者配慮!!

広報車、テレビ、ラジオ、支所から地元連絡等

承諾無しに避難所に行かれることも想定

地元と施設管理者の連絡体制も重要

☆支所長及び施設関係者の非常時の連絡体制、

避難所開設を踏まえた平素からの対応

☆支所長及び支所関係者の非常時の地元連絡体制、

避難所開設を踏まえた早期参集

大火災で一時的に集合及び

退避を伴うとき

一時的避難広場の役割

〔地震〕 ・・・大事故も含む

避難要領《勤務時間外》

大地震の発生

余震が続く

住宅の倒壊 大火災の発生

支所長へ避難所開設対応を要請

避難対象地域の住民

自主避難（避難所開設の申入、地域ぐるみの避難）

避難所施設管理者へ開設要請

避難場所、広域避難場所へ

避難所の開設

避難場所、広域避難場所へ

職員の参集

二次災害懸念も含めて緊急避難の必要性有り

二次災害も含めて避難情報発令

避難誘導の広報



Lake Biwa

0

令和８年３月１７日
大津市防災会議

資料4

大津市が実施する
防災関連事業について



Otsu City

Lake Biwa

1

令和７年度実施事業について（防災関連）

主な事業等
■[充]段ボールベッド、間仕切りテントの備蓄
災害時の避難行動要支援者の避難生活やプライバシー等に配慮し、避難所の良好な生活
環境の確保を図った。
→ 実績 3,465千円（段ボールベッド）

1,343千円（間仕切りテント） 危機・防災対策課

■カセットボンベ式発電機の備蓄
福祉避難所に停電時の非常用電源を確保することで避難所環境の改善を図った。
→ 実績 947千円 危機・防災対策課

■[新]特設公衆電話の設置
NTTと連携し、指定避難所である小・中学校の体育館等に特設公衆電話を設置することで、
災害時における避難者等に対する通信手段の早期提供を図った。
→ 実績 859千円（429千円 県補助金あり）

ウオルボックス 54か所設置完了
→ NTTによる電話線引込工事：令和７～８年度 危機・防災対策課



Otsu City

Lake Biwa

2

■ [新]ポケットおおつ（避難所受付アプリ）の構築
避難所に設置した二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、避難所チェックインが可能とな
り、避難所の状況を迅速かつ正確に把握できるよう構築。
→実績 18,436千円
→アプリリリース開始：令和7年10月14日 ＤＸ推進室

■DRサイトの更新
災害発生時にも業務を継続するため、重要なシステムやデータのバックアップ環境であるＤＲサ
イトの機器更新を行った。
→実績 委託料：13,200千円

賃借料： 4,971千円
→令和8年2月更新完了 情報政策課

令和７年度実施事業について（防災関連）

■学区自主防災組織活動補助金
学区自主防災組織を対象に、防災訓練、防災啓発、防災教育、防災資機材の整備などにか
かる経費の補助を行った。(上限額:100千円）
→ 実績 3,600千円

予防課



Otsu City

Lake Biwa

3

令和７年度実施事業について（防災関連）

■[充]避難行動要支援者システム地図情報更新
避難行動要支援者システムの住宅地図情報を更新し、ハザードマップと重ねることで、要支援
者がハザードエリアに住んでいるか否かを把握している。発災時の安否確認・避難支援等に役
立てるため、最新の情報を避難行動要支援者名簿に反映させた。
→実績 4,193千円 福祉政策課・長寿福祉課

■[新]災害弔慰金等支給審査委員会設置
災害弔慰金等の支給にかかる審査委員会を条例により設置し、大津市医師会等から委員を
推薦いただくなどの協力を得て、体制を整備した。

福祉政策課

■[新]在宅人工呼吸器利用者の非常用電源装置購入補助
24時間在宅で人工呼吸器を利用されている方を対象に、災害時に生命を守る備えの一助とし
て、人工呼吸器の非常用電源の購入費助成を令和7年8月1日から開始した。
→助成件数：4件（令和8年2月末時点） 障害福祉課



Otsu City

Lake Biwa

4

■防災重点農業用ため池の防災対策事業
国の農村地域防災減災事業等を活用した防災重点農業用ため池の防災対策事業を実施
した。
→実績 ため池改修基本設計等委託料 71,913千円

ため池廃止工事請負費 45,774千円
田園づくり振興課

令和７年度実施事業について（防災関連）

■[新]既存盛土等安全性把握のための優先度評価業務
盛土等に伴う災害防止のため、既存盛土等の安全性把握調査の必要性を判断するための
優先度評価を実施した。
→実績 18,480千円 開発調整課

■庁舎整備基本計画策定支援業務委託
公園と一体となった庁舎整備による交流の創出や防災力の向上を軸に、庁舎整備基本計
画を策定した。
→実績 20,746千円
→令和6年7月12日～令和7年7月31日 管財課庁舎整備室
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■既存建築物耐震改修促進計画の推進に要する経費
既存建築物耐震改修促進計画改定業務の実施。

→実績 7,150千円 建築指導課

■木造住宅耐震化促進事業
→実績 木造住宅耐震診断員派遣 1,456千円 （28件）

木造住宅耐震補強案作成 2,488千円 （29件）
木造住宅耐震改修等補助 1,700千円 （ 3件） 建築指導課

令和７年度実施事業について（防災関連）

■中学校体育館空調設備整備
熱中症対策や避難所機能向上を目的として、中学校１４校において
体育館空調設備を設置

→実績 1,030,898千円
→令和６～７年度

教育総務課
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令和８年度 実施予定の防災関連事業

１ 市役所庁舎整備
■ 新庁舎整備基本設計
【新】 文書管理適正化支援
■ 皇子山総合運動公園内広場・テニスコート解体工事

２ 災害に強いまちづくり
■ 大型トイレカー整備事業 【充】木造住宅耐震改修等事業費補助金
【充】個別避難計画作成業務 ■ 小学校等体育館空調設備整備
【新】感震ブレーカー設置補助金 ■ 水害ハザードマップの作成業務
【新】葛川地区における通信環境整備

３ 消防・救急体制の充実
■ マイナ救急の運用
■ AED運搬支援システム（AED GO）の運用
【新】北部クリーンセンタープラ容器資源化施設の消火設備整備
【新】東消防署屋上等改修工事の設計
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令和８年度 実施予定事業(庁舎整備関連)

主な事業
事業経費

スケジュール等

■新庁舎整備基本設計 管財課庁舎整備室
皇子山総合運動公園（一部）で、敷地の特性を活かし、公園と一体となった新庁舎を整備するこ
とで、「交流の創出などによるまちづくりの効果」及び「防災拠点として防災力の向上」を目指し、基本
設計を行う。
→391,600千円（令和8年度現計化分）

令和8年度 391,600千円（基本設計に係る費用）
令和10年度 753,893千円（実施設計に係る費用）

※令和10年度は債務負担行為設定額
→スケジュール

令和8年度：基本設計 令和9年度～10年度：実施設計
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令和８年度 実施予定事業(庁舎整備関連)

主な事業
事業経費

スケジュール等

■皇子山総合運動公園内広場・テニスコート解体工事
新庁舎の建設予定地を国から取得するに当たり、国において土壌汚染調査及び地下埋設物調査が
実施されることから、市が設置した広場及びテニスコート等の撤去工事を行う。
→74,851千円（令和8年度現計化分）
（内訳）令和7年度 49,900千円 令和8年度 74,851千円 管財課庁舎整備室

→スケジュール

■[新]文書管理適正化支援
新庁舎で管理する文書量を最小限（ムダを持ち込まない）とするために実施する公文書管理制度
及び運用の見直し、現状の各所属の文書量調査及びそれらの結果を踏まえた文書削減計画の策
定並びに各所属の文書削減作業など、文書管理適正化の取組に必要な支援を行う。
→0千円（令和8年度現計化分）
（内訳）令和8年度 0千円 令和9年度 23,760千円 管財課庁舎整備室

→スケジュール
令和8年度 制度の運用の見直し、現状調査、削減計画策定
令和9年度 文書の削減、整備、フォローアップ
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令和８年度 実施予定事業(防災関連)

主な事業
事業経費

スケジュール等

■大型トイレカー整備事業
大規模災害において、断水や配管の破損によ
り、トイレが使えない事態に備え、災害時におけ
る安全で快適なトイレ環境の確保を図る。
→予算額 ３０，０００千円
→スケジュール 令和９年３月導入予定

危機・防災対策課

■[充]個別避難計画作成業務
水防法の改正に伴い、大河川の浸水想定区
域や土砂災害警戒区域等のハザードリスクの
高い優先作成対象者の範囲に中小河川の浸
水想定区域にお住いの方を新たに追加し、個
別避難計画の作成に取り組む。
→予算額 ３,５０７千円

危機・防災対策課

■[新]感震ブレーカー設置補助事業
大規模地震時における電気火災対策として、感震ブ
レーカーの設置にかかる補助を行う。
→予算額 ３，０００千円
→スケジュール 令和８年６月開始予定

予防課
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令和８年度 実施予定事業(防災関連)

■[新]葛川地区における通信環境整備
災害時の情報伝達手段の多重化として、クラウド型防災行
政無線を導入し、災害に強い通信環境の整備を行う。
→予算額 ３，２７７千円
→スケジュール 令和８年10月整備予定

危機・防災対策課

主な事業
事業経費

スケジュール等

■[充]木造住宅耐震改修等事業補助
木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事に
要する経費に対する補助を拡充するとともに、除却に要
する経費についても補助対象とする。
→予算額 ８，２５０千円

建築指導課

■小学校等体育館空調設備整備
熱中症対策及び避難所としての機能強化を目的として、
小学校体育館にも空調設備を設置する。

→予算額 小学校 172,000千円（10校）
中学校 19,200千円 （1校）

教育総務課
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令和８年度 実施予定事業(防災関連)

■水害ハザードマップの作成業務
水防法の改正により滋賀県が公表した「洪水浸水想
定区域図」の更新を受け、大津市の水害ハザードマップ
の作成を行う。
→予算額 １８，０００千円
（令和７年度国補正措置）

危機・防災対策課

主な事業
事業経費

スケジュール等
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令和８年度 実施予定事業(消防・救急関連)

主な事業
事業経費

スケジュール等

■マイナ救急の運用
救急隊員が傷病者の健康保険証として利用登録されたマイナンバーカー
ドを活用し、傷病者の医療情報等を把握して、円滑に搬送先医療機関
を選定する。
→562千円 警防課

■AED運搬支援システム（AED GO）の運用
ボランティア登録された方に、心肺停止事案の発生とAED設置場所を通
知し、救急現場へのAED搬送と応急手当の要請を行い、救急隊到着前
にAEDの活用を促進し、救命率のさらなる向上を目指す。
→1,682千円 通信指令課

■[新]北部クリーンセンタープラ容器資源化施設の消火設備整備
プラスチックごみに混入したリチウムイオン電池等の小型充電池が内蔵された電子機器による火
災への対応のため、受水槽、給水ポンプ、散水設備等の消火設備を設置する。
→29,097千円 北部クリーンセンター

本市東部地域における消防防災活動の拠点となる東消防署
の屋上・外壁防水等の改修工事に向けた設計を実施する。
→予算額 6,210千円
→スケジュール 令和8年7月開始予定

消防総務課

■[新]東消防署屋上等改修工事の設計


